
令和６年度 鳥取県西部圏域がん対策推進会議分科会 

 

日 時：令和６年１２月２５日（水） 

午後１時３０分から３時３０分時まで 

場 所：西部総合事務所講堂（１号館２階） 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 鳥取県西部圏域がん対策推進会議分科会の委員長と副委員長の互選 

 

 

３ 報告事項 

（１）前回会議の協議概要について             資料１ 

（２）第４次鳥取県がん対策推進計画の策定について     資料２ 

（３）鳥取県におけるがんの現状について          資料３ 

（４）鳥取県のがん対策における事業            資料４－１ 資料４－２ 

 

 

４ 協議事項 

（１）働き盛り世代への支援（地域・職域連携）について   資料５－１ 資料５－２ 

（２）がん検診受診率向上について             資料６－１ 資料６－２  

資料６－３ 

（３）がん患者支援事業について              資料７ 

（４）その他                       資料８ 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 
＜参考資料一覧＞ 

参考資料１ 第 15 回がん診療提供体制のあり方に関する検討会 資料 

参考資料２ がん検診推進パートナー企業ニュースレター 

参考資料３ 地域両立支援推進チームリーフレット 

参考資料４ 「がんカフェ」案内チラシ 

参考資料５ 「がんのコト。」リーフレット 

参考資料６ 第 22 回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 

      情報提供・相談支援部会 報告 

 



＜委員＞

分　野 所　属 役　職 氏 名 備 考

1 鳥取県西部医師会 参与 大山　賢治 新（R6）

2 鳥取大学医学部附属病院 助教 池淵　雄一郎

3 米子医療センター 地域医療連携係長 吉野　眞由美

4 学識経験者 鳥取大学医学部 助教 桑原　祐樹 新（R6）

5
米子医療センターがん患者サロン
スマイルサロン

世話人 金児　瞳

6 あけぼの鳥取 副代表 縄田　典子

7 米子労働基準監督署 監督課長 松田　宏昌 新（R6）

8 境港商工会議所
中小企業相談所次長

兼相談課課長
山田　誠司

9 米子法人会 事務局長 谷本　充史

10 鳥取県労働基準協会西部支部 事務局長 古磯　和義

11 保険者 全国健康保険協会鳥取支部 業務グループ長補佐 曽田　友信

12 鳥取県保健事業団西部健康管理センター 課長補佐 津村　望 新（R6）

13 中国労働衛生協会米子検診所 事務長 深田　佳宏

14 米子保健所管内食生活改善推進員会 副会長 三輪　弥生 欠席

15 米子市地区保健推進員連絡協議会 副会長 小林　めぐみ

16 学　校 鳥取県学校保健会養護教諭部会（西部地区） 養護教諭 船越　千裕 新（R6）

17
がん予防

活動
「がんのコト。」 看護師 平尾　敦子 新（R6）

＜オブザーバー＞

役　職 氏名 備考

18 課　長 小西　紀子

19 課　長 足立　統

20 課　長 橋田　和久

21 課　長 諸遊　剛史

22 課　長 前田　かおり 欠席

23 課　長 景山　祐子

24 課　長 出口　真理

25 課　長 住田　秀樹

26 参　事 浦部　学

＜事務局＞

役　職 氏名 備考

27 所　長 藤井　秀樹

28 副所長兼課長 木村　公亮

29 副所長 大谷　眞二

30 課長補佐 河津　麻樹

31 保健師 中本　道子

32 保健師 槙原　海優

33 保健師 岩谷　真祐子

　 米子市健康対策課

所属

令和６年度 鳥取県西部圏域がん対策推進会議分科会　出席者名簿

医療機関

患者会

職　域

検診機関

地区組織

所属

　西部総合事務所米子保健所
　（健康支援総務課）

 　境港市健康づくり推進課

 　日南町福祉保健課

 　伯耆町健康対策課

　 南部町健康福祉課

 　大山町健康推進課

 　日吉津村福祉保健課

 　江府町住民生活課

 　日野町健康福祉課



鳥取県がん対策推進県民会議運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県がん対策推進県民会議（以下、「県民会議」という。）に関し、運営に必

要な事項を定めるものである。 

 

（調査審議する事項） 

第２条 県民会議は、鳥取県附属機関条例（平成２５年鳥取県条例第５３号）別表第１に定める事項

について調査審議するものとし、その具体的な内容は次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 鳥取県がん対策推進計画に基づくがん対策の推進、同計画の評価及び見直しに関する事項 

（２）鳥取県がん対策条例に基づくがん対策の推進に関する事項 

（３）がん予防の推進やがん検診受診率向上に向けた具体的取組に関する事項 

（４）がん予防の推進やがん検診等の現状と課題に関する事項 

（５）その他がん対策推進のために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 前条に規定する事項は、次のとおり設置する分科会（以下、「分科会」という。）において調

査審議を行うものとする。 

名称 所管区域 事務局 

鳥取県がん対策推進県民会議分科

会 

県内全域 鳥取県福祉保健部健康医療

局健康政策課 

鳥取県中部圏域がん対策推進会議

分科会 

倉吉市及び東伯郡 鳥取県中部総合事務所倉吉

保健所健康支援総務課 

鳥取県西部圏域がん対策推進会議

分科会 

米子市、境港市、西伯郡及

び日野郡 

鳥取県西部総合事務所米子

保健所健康支援総務課 

２ 分科会の所掌事務に関する事項は、各分科会の議決をもって鳥取県がん対策推進県民会議の議決

とすることができる。 

３ 分科会に属すべき委員及び委員定数は、各分科会において定めるものとする。 

４ 各分科会は必要に応じて部会を設置することができる。 

５ その他各部会の運営に関して必要な事項は、各分科会において定める。 

 

（庶務） 

第４条 県民会議の庶務は、鳥取県福祉保健健康医療局健康政策課において行い、分科会の庶務は分

科会の事務局が行う。 

 

（雑則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか県民会議の運営に必要な事項は、各分科会の合意により定める

ものとする。 



 

   附 則 

１ この要綱は、平成３１年２月２７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

２ 鳥取県がん対策推進県民会議設置要綱（平成２５年１０月１１日付２０１３００１１２７２８

号）及び鳥取県がん対策推進会議運営要綱（平成２９年５月１８日付２０１７０００４４３７３

２号）は、廃止する。  

 

   附 則 

１ この要綱は令和３年５月１２日から施行し、同年４月１日から適用する。 



鳥取県西部圏域がん対策推進会議分科会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県西部圏域がん対策推進会議分科会（以下「推進会議」という。）に関し、必要な事

項を定めるものである。 

 

（調査審議する事項） 

第２条 推進会議は、鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）別表第１で定める事項を調査審議

するものとし、その具体的な内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 鳥取県西部圏域のがん対策の推進に関する事項 

（２） がん検診受診率向上に向けた具体的取組に関する事項 

（３） 働き世代のがん対策に関する具体的取組に関する事項 

（４） その他、がん対策推進のために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員 25 人以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第４条 委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者を、知事が任命する。 

２ 委員の任期は、任命された日の属する年度の翌々年度の５月３１日までとする。ただし、補欠又は追加され

た委員の任期は、前任者又は他の委員の残任期間と同一とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第６条 推進会議は、西部総合事務所長が委員長の同意を得て招集し、委員長がその議長となる。 

  （同意に関しては、招集する会議の委員長の選任前を除く。） 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 推進会議は、必要と認めるときは、学識経験者又は関係者に会議への出席を求め、意見を聴取することが

できる。 

 

（部会） 

第７条 専門の事項を協議する必要があるときは、専門部会を設置することができる。 

２ 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。 



４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は、部会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、鳥取県西部総合事務所米子保健所健康支援総務課において行う。 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 25 年 10 月 11 日から施行する。 

２ 平成 25 年度中に任命する委員の任期については、第５条第２項の規定に関わらず平成 26 年３月 31 日ま

でとする。 

３ この要綱は、平成 26 年 10 月 20 日から施行する。 

４ この要綱は、平成 28 年 8 月 23 日から施行する。ただし、施行の際、現に委員である者の任期は、平成 28

年 10 月 31 日までとする。 

５ この要綱は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。 

６ この要綱は、平成 31 年 3 月 13 日から施行する。 

７ この要綱は、令和３年 5 月 18 日から施行し、同年４月１日から適用する。 

８ この要綱は、令和 6 年 11 月 21 日から施行する。 
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れ
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山
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。

 

桑
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員
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取
大
学
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２
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８
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。
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縄
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員
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催
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。
そ
う
い
う
所

の
方
が
患
者
同
士
で
フ
ラ
ン
ク
に
意
見
が
出
せ
る
と
思
う
。
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す
。
 

  

 

別
紙

 



 

谷
本
委
員
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米
子
法
人
会
) 

・
今
年
の
３
月
に
笠
井
信
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氏
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の

際
、
ア
フ
ラ
ッ
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さ
ん
と
連
携
し
、
小
児
が
ん
の
方
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そ
の
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方

へ
の
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し
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募
金
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行
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た
。
 

・
鳥
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が
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ホ
ー
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ー
ジ
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だ
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し

た
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様
々
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さ
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い
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ま
し
た
が
、
取
組
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県
民
ひ
と
り
ひ
と
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に
届
い
て
い
る
の
か
、
届
く
た
め
に
何
を
し

て
い
る
の
か
知
り
た
い
で
す
。
 

津
村
委
員
 

（
鳥

取
県

保
健

事
業
団
）
 

 

・
が
ん
征
圧
大
会
の
開
催
（
9
月
：
今
年
度
は
米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン

に
て
開
催
）
 

が
ん
征
圧
月
間
中
の
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
（
県
内
３
カ
所
）
 

 

深
田
委
員
 

(
中

国
労

働
衛

生

協
会
) 

・
各
種
チ
ラ
シ
の
配
布
 

・
SN
S
等
に
よ
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情
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ut
u
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に
よ
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信
 

・
健
康
経
営
支
援
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務
 
他
 

・
が
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検
診
の
受
診
率
の
把
握
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向
上
に
つ
い
て
 

・
未
受
診
理
由
の
デ
ー
タ
分
析
 

小
林
委
員
 

(
米

子
市

地
区

保

健
推

進
員

連
絡

協
議
会
) 

・
毎
年

9
月
の
健
康
増
進
普
及
月
間
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
と
き
に
、
が
ん

検
診
受
診
勧
奨
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

公
民
館
な
ど
に
健
診
グ
ッ
ズ
や
健
康
ガ
イ
ド
の
配
布
、
声
か
け
な
ど
、

今
年
度
は
、
米
子
市
役
所
、
丸
合
南
店
、
ME
GA

ド
ン
キ
ホ
ー
テ
で
配
布

を
行
い
ま
し
た
。
 

・
が
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と
感
じ
て
い
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す
。
 

平
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が

ん
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。
）
 

・
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が
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育
や
イ

ベ
ン
ト
な
ど
）
 

・
が
ん
検
診
の
必
要
性
や
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
活
動
（
が
ん
教
育
や

出
張
が
ん
予
防
教
室
な
ど
）
 

・
が
ん
患
者
会
へ
参
加
し
、
相
談
支
援
を
実
施
（
現
在

3
つ
の
患
者
会

に
参
加
し
て
い
ま
す
）
 

・
鳥
取
県
で
は
、
国
が
推
奨
し
て
い
る
年
齢
や
受
診
間
隔
よ
り
も
よ
り

広
い
年
齢
や
短
い
受
診
間
隔
で
が
ん
検
診
の
受
診
を
推
奨
し
て
お
り
、

手
厚
く
が
ん
対
策
を
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
 

・
が
ん
検
診
の
費
用
が
さ
ら
に
安
く
受
診
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
受

診
す
る
人
の
負
担
が
少
な
く
、
気
軽
に
受
診
し
た
い
と
思
え
る
人
が
増

え
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
 



過
去
の
経

過
、
主
な

協
議
事
項

に
つ
い
て

 

年
度
 

協
議
項
目
 

主
な
協
議
内
容
、
意
見
 

Ｈ
３
０
 

報
告
事
項
 

（
１
）
前
回
会
議
の
協
議
概
要
 

（
２
）
第
３
次
鳥
取
県
が
ん
対
策
推
進
計
画
に
つ
い
て
 

（
３
）
平
成
３
１
年
度
が
ん
対
策
関
連
事
業
の
予
算
状
況
 

（
４
）
鳥
取
県
及
び
西
部
圏
域
の
が
ん
の
現
状
 

（
５
）
が
ん
に
関
す
る
普
及
・
啓
発
事
業
 

協
議
事
項
 

（
１
）
働
き
盛
り
世
代
へ
の
普
及
啓
発
及
び
が
ん
検
診
受
診
率
向
上
に
つ
い
て
 

（
２
）
学
校
に
お
け
る
が
ん
教
育
に
つ
い
て
 

（
３
）
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
つ
い
て
 

（
４
）
が
ん
患
者
へ
の
支
援
事
業
に
つ
い
て
 

①
検

診
に

関
す

る
様

々
な

制
度

や
補

助
な

ど
を

知
ら

な
い

企
業

に
対
し
、
周
知
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

②
健
康
に
関
心
が
な
い
方
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
い
た
り
、
正
し
く

検
診

を
理

解
し

て
い

た
だ

く
た

め
の

方
策

に
つ

い
て

考
え

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
（

フ
リ

ー
ペ

ー
パ

ー
の

活
用

や
ド

ラ
ッ

グ
ス

ト
ア

と
の
連
携
な
ど
）
 

③
が
ん
に
な
っ
て
も
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
こ
と
や
、

必
要
な
方
に
必
要
な
情
報
が
届
く
よ
う
な
対
策
が
必
要
。
 

➡
対
応
方
針
 

意
見

を
も

と
に

来
年

度
の

市
町

村
実

務
担

当
者

会
等

で
対

策
に

つ
い
て
検
討
を
行
う
。
 

Ｒ
１
 

報
告
事
項
 

（
1
）
前
回
会
議
の
協
議
概
要
 

（
2
）
が
ん
に
関
す
る
普
及
・
啓
発
事
業
 

（
3
）
令
和
２
年
度
が
ん
対
策
関
連
事
業
の
予
算
状
況
 

（
4
）
鳥
取
県
の
が
ん
の
現
状
 

協
議
事
項
 

（
1
）
が
ん
検
診
受
診
率
向
上
に
つ
い
て
 

（
２
）
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
つ
い
て
 

（
3
）
AY
A
世
代
の
が
ん
患
者
支
援
に
つ
い
て
 

①
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
、
定
期
通
院
し
て
い
る
患
者
へ
の
が
ん

検
診
受
検
勧
奨
、
が
ん
検
診
の
広
域
化
な
ど
、
市
町
村
と
地
域
の

医
療
機
関
と
の
連
携
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。
 

②
AY
A
世
代
の
が
ん
患
者
支
援
に
関
し
て
、
患
者
は
集
ま
る
場
を
必

要
と
し
、
医
療
機
関
は
支
援
の
方
法
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
が
ん
カ
フ
ェ
等
で
支
援
す
る
方
法
の
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
 

③
健
康
増
進
法
の
全
面
施
行
に
よ
り
受
動
喫
煙
対
策
の
強
化
が
必

要
で
あ
り
、
周
知
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

Ｒ
２
～
４
 

未
開
催
 
※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
に
よ
る
）
 

R
５
 

報
告
事
項
 

（
１
）

 
近
年
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
 

（
２
）

 
国
及
び
県
の
が
ん
対
策
推
進
計
画
等
の
改
定
に
つ
い
て
 

（
３
）

 
鳥
取
県
に
お
け
る
が
ん
の
現
状
に
つ
い
て
 

協
議
事
項
 

（
１
）
働
き
盛
り
世
代
へ
の
支
援
（
地
域
・
職
域
連
携
）
に
つ
い
て
 

（
２
）
が
ん
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
 

（
３
）
が
ん
患
者
支
援
事
業
に
つ
い
て
 

①
働
き
盛
り
世
代
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、
健
康
経
営
に
つ
い
て
、

経
営
者
の
理
解
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
各
関
係
機
関
に
お
い
て
研

修
会
開
催
や
啓
発
物
の
配
布
を
し
て
お
り
、
関
係
機
関
同
士
の
連

携
方
法
を
検
討
し
て
い
く
。
 

②
一
部
の
学
校
で
は
外
部
講
師
を
活
用
し
た
教
育
を
実
施
し
て
い

る
一
方
、
時
間
の
確
保
の
課
題
や
小
学
校
で
が
ん
を
主
題
と
し
て

で
は
な
く
生
活
習
慣
病
や
喫
煙
へ
の
理
解
の
中
で
触
れ
る
程
度
の

学
校
も
多
く
、
が
ん
教
育
が
進
み
に
く
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

③
が
ん
患
者
支
援
に
関
し
て
、
各
患
者
サ
ロ
ン
が
再
開
又
は
再
開

を
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況
。
が
ん
に
な
っ
た
際
に
相
談
で
き
る
場

所
が
あ
る
こ
と
の
周
知
、
ま
た
患
者
支
援
制
度
に
つ
い
て
は
医
療

従
事
者
へ
の
周
知
も
必
要
で
あ
る
。
 

資
料

１
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第４次鳥取県がん対策推進計画（概要版） 

 

１ 概要 

 本県のがん年齢調整死亡率（７５歳未満）は、年々、減少傾向にあるものの、全国平均より高く 

推移しているため、早急かつ効果的にがん死亡率を減少させることが課題となっています。 

 また、がんになっても自分らしく生きることのできるがんとの共生社会の実現を目指すため、が

ん死亡率を減少させるため、令和６～１１年度に取り組む対策及び目標値等を定めた「第４次鳥取

県がん対策推進計画」を作成しました。 

 この計画の実現のため、県、市町村、医療保険者、がん治療を行う医療機関、その他関係団体等

並びに県民が、総合的ながん対策の推進に取り組もうとするものです。 

 

２ 計画の位置づけ・計画の期間及び進め方 

計画の位置づけ がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）第１２条第１項に規定する都道府

県がん対策推進計画。 
※令和６年度から、鳥取県保健医療計画の「第４章 疾病別・課題別医療提供体制の
構築」の「第１節 疾病又は事業別対策（５疾病７事業対策）」に「１がん対策」
として組み込み、政策的に関連の深い計画と一体的に策定 

計画の期間 令和６～１１年度までの６年間。 

計画の進捗管理 毎年、「がん対策推進アクションプラン」を作成して計画の進捗状況を明らかに

するとともに、鳥取県がん対策推進県民会議において、毎年、計画の進捗管理

及び評価を行う。 

 

３ 本県におけるがんに関する現状 

  ①がんは死因の第１位であり、死因の約２割を占めています。 

  ②鳥取県の 75歳未満年齢調整死亡率は、年々、減少傾向にあるものの、全国平均より高い状況で 

推移してします。 

  ③令和３年の 75歳未満がん年齢調整死亡率は、男女計で 68.1(28位、全国値 67.4)。男性 87.3(36 

位、全国値 82.4)、女性 50.3(11位、全国値 53.6)であり、令和５年鳥取県目標値 70.0より低いもの

の、全国平均と比べ特に男性の死亡率が高い傾向にあります。 

 
 

４ 目標（目指すべき姿） 

≪全体目標≫ 

①がんによる死亡者の減少 

７５歳未満がん年齢調整死亡率（人口 10万対）を６１．０未満とする。 
（男女別の目標値  男性：74.0未満  女性：46.0未満） 

②がんになっても自分らしく生きることのできるがんとの共生社会を実現する。 

鳥取県の 75 歳未満年齢調整死亡率は、年々、減少傾向にあるものの、全国平均より高く推移しているた

め、全国上位を目指します。 

 

 

鳥取県保健医療計画（第４章第１節「１がん対策」） 

がん年齢調整死亡率（７５歳未満）の推移 男女計 がん年齢調整死亡率（７５歳未満）の推移 男女別 

資料２

kanbamiyu
長方形
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５ 施策の方向性 

（１）基本方針 

①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

禁煙、食生活改善、運動習慣の定着などに重点を置いた生活習慣の改善や、がん早期発見のためのが

ん検診及び肝炎ウイルス検査の受診など、健康の自己管理に取り組むよう、それを支援するための環

境整備や体制づくりに努めます。 

②患者本位のがん医療の実現 

都道府県がん拠点病院である鳥取大学医学部附属病院が中心となり、地域がん診療連携拠点病院と連

携し、質の高いがん医療が提供できるよう、専門的な知識・技術を有する医療従事者の育成・確保を

していく体制を推進していきます。がん診療連携拠点病院は、地域のがん医療を行う医療機関に対し

ての診療支援や研修を通じた連携を進めることにより、地域にかかわらず質の高いがん医療が受けら

れるよう、医療機関相互の連携を推進します。また、がんと診断された時からの緩和ケアの提供、が

ん診療連携拠点病院を中心とした在宅医療との連携体制づくりを推進します。 

③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

がん患者とその家族の精神心理的・社会的苦痛を和らげ、がんになっても安心して暮らせる社会を目

指します。がん患者や家族は、安心・納得のいく医療の提供を望んでいることから、がんに関する相

談支援や情報提供の充実を図ることにより、がんと診断された時から自分らしい療養生活の維持や向

上を目指します。 

 

（２）重点的に取り組むべき課題 

①超過死亡の多い肝臓がん・肺がん・胃がん対策 

○平成 29～令和 3年の本県の超過死亡数の５年間の累計を見ると、肝臓がん、肺がん、胃がんが多い現

状です。 

○肝臓がんの原因である肝炎ウイルス検査を職場での定期健康診断の際に同時受診できる機会を増や

すなど、受検者を増加させるための取組を行うほか、要精検となった人の初回精密検査費用の助成な

どを行うことで精密検査受診率を高めます。さらに、「肝炎医療コーディネーター制度」により肝炎

ウイルス陽性者のフォローアップを行います。また、非ウイルス性肝炎患者における肝疾患の進展に

関する分析も進めます。 

○肺がんの最大要因はたばこの煙であることから、喫煙者の割合を減らすとともに、望まない喫煙であ

る受動喫煙を防止する取組を進めます。 

○胃がんについては、がん検診受診率を高めるとともに、質の高いがん検診を実施するための精度管理

を行う。さらに、胃がんの発生要因と言われるピロリ菌検査等の実施や減塩指導など生活習慣の改善

の取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②働きざかり世代に対するがん対策 

○本県の年代ごとのがん死亡率を見ると、男性では 30歳代、50～60歳代、女性では 30～50歳代と、い

わゆる働きざかり世代の死亡者が多い状況です。 

○死亡率の高い胃がんや肝臓がんの原因となる肝炎ウイルス検査の受診率向上に取り組みます。 

○働いておられるかたは、精密検査受診率が低いとの指摘もあり、精密検査の受診率向上を含めて早期

発見・早期治療のための取組を進めます。 
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ア がんの予防 

（１）がんの予防（１次予防）・がん教育 
 

現状・課題 具体的な取組 

○本県のがん罹患率は、多くの部位で全国と比

べて高い。 

○がん罹患(がん予防)のための生活習慣（喫煙、食

生活、運動等）の改善が重要。 

＜生活習慣＞ 

○生活習慣に関する指標（喫煙、食生活、運

動等）の指標が全国と比べて悪い。 

○受動喫煙を防止する対策が必要。 

 

○喫煙に関する知識の普及啓発。 

○受動喫煙を防止するための取組。 

○食生活改善や運動習慣を定着させるための取組。 

＜感染症が関与するがんの予防＞ 

○がん発生の要因とされる感染症（肝炎ウイ

ルス、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）

やヘリコバクター・ピロリ菌など）が科学

的に立証されてきている。 

○発がんに影響するウイルスや細菌の正しい知識

の普及啓発。 

○ＨＰＶワクチンの接種について、適切な情報提供

及び正しい理解の促進 

＜がん教育＞ 

○事業所におけるがん教育が目標に比べて進

んでいない。 

○教育委員会と連携したがん教育の実施。 

○県は関係機関と連携し、がんに関する正しい知識

の普及啓発を行う。 
 

 

（２）がんの早期発見（２次予防）  
 

現状・課題 具体的な取組 

○40歳から 69歳までのがん検診の受診率（令

和 4 年国民生活基礎調査）は、44.1％～

56.3％。受診率 70％の目標は達成できていな

いが、乳がん検診を除き、全国より高い状況。 

○市町村のがん精密検査受診率は、76.4％～

94.8％。精密検査受診率の目標である 95％以

上は未達成。 

 

 

○休日がん検診の実施など、受診しやすいがん検診

の環境整備を行う。 

○ＱＲコードやＷＥＢ申込などＩＣＴの活用やデ

ジタル化により、がん検診を受けやすい環境整備

を促進する。 

○働きざかり世代のがん検診受診率及び精密検査

受診率の向上に向けた取組を推進する。 

○精密検査の受診率向上を含めて、早期発見・早期

治療の取組を進める。 
 

 

イ がん医療の充実  

（１）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法の充実並びにがんのゲノム医療 
 

現状・課題 具体的な取組 

○地域がん登録のデータに基づく５年相対生存率は、進

行度別に見ると全国平均より悪い部位等がある。 

○がん診療連携拠点病院を中心にリニアックが整備さ

れており、そのうちＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）

など、高性能な放射線治療機器の整備が進んでいる。 

○がん拠点病院を中心に放射線治療に携わる日本放射

線腫瘍学会の放射線治療専門医、薬物療法の専門性の

高い日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医の配置や

メディカルスタッフの充実に取り組んでいる。 

○鳥取大学医学部は、がんプロフェッショナル養成プラ

ンにより、がん専門医療従事者を養成している。 

○県は、専門医療従事者の育成を促進するため、長期間

を要する医師のほか認定看護師やがん薬物療法認定

薬剤師などの研修費用の支援を行っている。 

○鳥取大学医学部附属病院と鳥取県立中央病院が、がん

ゲノム医療中核拠点病院である岡山大学病院と連携

する「がんゲノム医療連携病院｣に指定されている。 

○がん診療連携拠点病院において、手術、

放射線、薬物、免疫の各療法の専門性

の高い人材を適正に配置する。 

○放射線治療について、２次医療圏で放

射線治療施設の集約化・役割分担を推

進し、放射線治療を実施しない施設を

含めた診療連携（鳥取放射線治療ネッ

トワーク）を構築する。 

○鳥取大学医学部附属病院と鳥取県立中

央病院が、がん遺伝子パネル検査によ

る医療の提供、遺伝カウンセリングの

実施やがんゲノム医療に関する情報を

提供する。 
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（２）～（５）チーム医療・支持療法・緩和ケアの推進、医療機関の連携体制づくり等 
 

現状・課題 具体的な取組 

＜チーム医療の推進＞ 

○がんの治療を行うに当たり、多職種によるチーム医

療が強く求められるようになっている。 

○質の高いがん治療を提供するために、定期的なカン

ファレンスの開催や多職種によるチーム医療によ

りがん治療の合併症や副作用等を軽減する必要が

ある。 

○がん診療連携拠点病院は、各種がん治療

に対して専門的な知識を有する複数の医

師や多職種によるカンファレンスを開

催。 

＜支持療法の推進＞ 

○患者のＱＯＬを向上させるため、がん治療に伴う副

作用・合併症・後遺症を軽減することが求められて

いる。 

○がん治療における副作用、合併症、後遺症対策とし

て、支持療法の適切な推進が重要である。 

○国においてガイドラインの作成が進めら

れているが、がん診療連携協議会等を中

心に、各医療機関での確実な実施につな

げる。 

 

＜がんと診断された時からの緩和ケアの推進＞ 

○患者・家族の負担軽減につながる緩和ケアが提供さ

れているか実態把握が必要。 

○がん診療に携わる医師等に対して緩和ケアの基本

的な知識・技術に関する研修を実施。令和５年３３

月までに累計１，０２３人の医師が研修を修了。 

○すべてのがん診療連携拠点病院において、専門的な

知識及び技能を有する緩和ケアチームが設置され

ている。 

○すべての二次医療圏に緩和ケア病棟のある病院が

整備された。 

○緩和ケアの研修修了医師数のさらなる増加。 

○がん拠点病院のみならず、がん診療に携

わる全ての医師が緩和ケア研修を受講で

きるよう推進。 

○県民に対する緩和ケアの普及啓発を推進

します。 

○入院だけでなく外来等における緩和ケア

の充実に向け、専門的な人材の配置等も

含め検討します。 

 

 

 

＜医療機関の連携体制づくり＞ 

○がん医療の中心的な役割を担う、都道府県がん診療

連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院等を指

定。 

○現在のがんに関する地域連携クリティカルパスの

運用を推進することが必要。 

○本県令和３年のがん患者の在宅看取率は、21.8％

で、全国（27.0％）を下回っている。 

○５大がんに関する地域連携クリティカル

パスの活用促進 

○住み慣れた家庭や地域で療養ができる在

宅医療の推進 

○在宅医療提供体制の整備 

 

（６）～（８）希少がん、難治性がん、ライフステージに応じたがん対策、病理診断等 
 

現状・課題 具体的な取組 

＜希少がん、難治性がん＞ 

○希少がん、難治性がんについては患者数が少

なく、専門とする医師や施設が少ない。 

○患者が安心して適切な医療を受けられるよう、

専門的医療機関に確実につなげるための情報提

供体制を構築する。 

＜ライフステージに応じたがん対策＞ 

○小児がん患者は、治療後のフォローが長期に

わたる。 

○ＡＹＡ世代は、就学・就労、結婚や出産など

人生における大きなイベントを迎える時期

と重なることが多いことから、患者視点での

教育・就労、生殖機能の温存等に関する情報

提供や相談体制が求められる。 

 

○近隣の小児がん拠点病院と県内がん拠点病院の

連携により、小児がん患者に対する適切な医療

の提供を推進。 

○ＡＹＡ世代のがん患者について、就学、就労、

妊孕性の温存、アピアランスケア等に関する状

況や本人の希望についても医療機関で確認し、

自院もしくは連携病院のがん相談支援センター

で対応できる体制を整備する。 
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○高齢のがん患者については、日常生活におけ

る支援が必要となるなど身体的な状況や社会

的背景などに合わせた配慮が必要である 

○高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立

が図れるよう、関係する診療科と連携する体制

を確保する。 

＜病理診断、がんのリハビリテーション＞ 

○すべての拠点病院に病理診断医は配置され

ている状況である。（第３次計画の目標は達

成済み。） 

○拠点病院における日本リハビリテーション

科専門医を配置している病院は１病院（４

名）。 

○より安全で質の高い病理診断や細胞診断の均て

ん化に取り組む。 

○医療従事者に対する研修の実施など専門的知識

の普及により、入院に加え外来においても、効

果的・継続的ながんのリハビリテーション提供

体制を整備。 

 

 

（９）がん登録 

 

現状・課題 具体的な取組 

○昭和４７年から地域がん登録事業を実施し、過去

からのがんに関するデータの蓄積がある。 

○地域がん登録の精度を示すＤＣＩ値（死亡者情報

票の情報のみで登録されたがん及び遡り調査で確

認されたがんの割合。低い値ほど精度が高い。低

い値ほど精度が高い。）は、２８年に比べて減少し

た。 

○平成２８年から、がん登録推進法に基づく全国が

ん登録が開始された。 

○平成２３年度から鳥取大学医学部附属病院に鳥取

県院内がん情報センターを設置し、県内のがん診

療連携拠点病院及び県が指定する拠点病院に準じ

る病院で実施された院内がん登録データの収集、

評価分析し、ホームページに公開している。 

○医療機関からのがん登録票でなく、死亡個

票により、がん死亡時にがん登録される割

合（ＤＣＩ値）２．０％未満の継続 

○地域がん登録事業及び全国がん登録の集

計データを分かりやすく県民に公開する。 

○「鳥取県院内がん情報センター」は、院内

がん登録の情報を基に県内がん治療の実

態や、治療成績等の傾向分析等を行い、ホ

ームページで公開する。 

 

ウ がんとの共生 

（１）相談支援、情報提供 
 

現状・課題 具体的な取組 

○がん相談支援センターにおける相談件数等は拠

点病院間で開きがある。 

○県立図書館において闘病記文庫の設置や鳥取県

医師会と連携し、「公開健康講座」のテーマに合

わせた展示などを行っている。 

○がん患者院内サロンは県内に６ヶ所開設されて

おり、その他、地域に密着したがん患者サロンの

推進が望まれている 

○がん患者サロン及びがん患者団体におけるピ

ア・サポート活動を支援するため、研修会や相互

の情報交換会等を実施している。 

 

○相談支援センターは院内及び地域の医療従

事者の協力を得て、院内外のがん患者・家族

並びに地域住民や医療機関からの相談に対

応できる体制を整備。 

○がん拠点病院は、外来初診時から治療開始ま

でに、がん患者及びその家族が必ず一度はが

ん相談支援センターを訪問するよう促す。 

○がん拠点病院は、自院で提供可能な診療内容

を病院ホームページ等で広報する。また、希

少がん、小児がん、ＡＹＡ世代のがん患者へ

の治療及び支援（妊孕性温存療法を含む。）

やがんゲノム医療について、他の医療機関と

連携して実施する場合も広報する。 

○ピア･サポート活動の推進。 
 

 

 



- 6 - 
 

（２）就労を含めたがん患者が安心して暮らせる社会づくり 

 

現状・課題 具体的な取組 

○がん相談支援センターと中小企業労働相談所

が連携して同時に相談を受ける「がん労働相

談ワンストップサポート」を運用。 

○がん検診受診推進パートナー企業認定制度に

よりがん患者の療養しやすい環境に配慮する

企業等の増加を働きかけている。 

○がん相談支援センターで、両立支援コーディ

ネーター研修を受講した相談員による就労相

談支援が進んでいる。 

○就労に関する悩みをもつがん患者をがん相談

支援センターに繋げることが必要である。 

○がん労働相談ワンストップサポート及びがん

検診受診推進パートナー企業認定制度の継続。 

○がん拠点病院を中心に両立支援コーディネー

ター研修を受講した相談員を配置し、働く世代

のがん患者の離職防止や再就職のための就労

支援を充実させる。 

○労働局における療養と就労の両立支援会議に

よる県内関係機関の情報交換。 

○がん治療による外見上の変貌に伴う心理的負

担を軽減し、がん患者の社会参加を促進するた

め、医療用ウィッグ及び補正下着の購入費用の

助成などアピアランスケアの充実を図る。 

○民間団体や患者団体等と連携し、偏見の払拭や

正しい理解について普及啓発に努める。 
 

 

 

６ 主な数値目標 

 

ア がんの予防 

がんの予防（１次予防）・がん教育 

項目 目標 

がん罹患率の減少 全国 35位以内（現在 44位） 

喫煙 

20歳以上の者の喫煙率（喫煙をやめたい者がやめ

る） 

男性 20％以下 女性 3％以下 

受動喫煙を経験した者の割合 医療機関、学校、行政機関、職場は 0％ 
飲食店は 10％未満 

医療機関・行政機関における施設内禁煙の実施 100％ 

食生活 

１日の野菜摂取量 350ｇ以上 

１日の食塩摂取量 8ｇ未満 

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている
者の割合 

男性 10.0％未満 女性 4.0％未満 

運動 

習慣 

日常生活における１日の歩数の増加 男性 8,000歩以上 女性 7,000歩以上 

運動習慣者（意識的に運動する者）の割合の増加 男性 30％以上 女性 30％以上 

がんの早期発見（２次予防） 

 

イ がん医療の充実 

がんの手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法の充実並びにがんのゲノム医療 

項目 目標 

がん登録データに基づく５年相対生存率の向上 72％以上（現在 61.5％） 

がん患者が納得した治療を受けられた割合 95％以上（現在 71.7％） 

すべてのがん拠点病院に①消化器外科専門医、②呼吸器外科専門医、 
③日本乳癌学会乳腺乳癌専門医を配置する。 

各拠点病院の①～③の増 

すべてのがん拠点病院に①放射線治療専門医、②放射線診断専門医、 
③医学物理士、④放射線治療品質管理士、⑤放射線治療専門放射線技師、
⑥がん放射線療法看護認定看護師を配置する。 

３病院 

項目 目標 

がんの早期発見率（「限局」の割合） 増加 

がん検診受診率（国民生活基礎調査） いずれの検診も 70％以上 

市町村が実施するがん検診受診率 
（鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会） 

いずれの検診も 50％以上 

市町村が実施するがん検診の精密検査受診率 
（鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会） 

いずれの検診も 95％以上 
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すべてのがん拠点病院に①がん薬物療法専門医、②がん専門看護師・が
ん化学療法看護認定看護師、③がん専門薬剤師・がん薬物療法認定薬剤
師を配置する。 

３病院 

チーム医療の推進 

項目 目標 

がん患者が納得した治療を受けられた割合（再掲） 95％以上（現在 71.7％） 

がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

項目 目標 

①からだの苦痛がない、②気持ちのつらさがないと答えた患者の割合 
①72％以上（現在 62.4％） 

②76％以上（現在 66.7％） 

拠点病院でがん診療に携わる医師の緩和ケア研修修了者数 増加（現在 1,023人） 

がん診療連携拠点病院に、①がん看護専門看護師、②緩和ケア認定看護
師、③がん性疼痛看護認定看護師 

各病院の①～③の合計増加 

医療機関の連携体制づくり 

項目 目標 

在宅看取り率 20％以上 

がん拠点病院及び準じる病院における５大がん（胃・肺・大腸・肝臓・
乳）に関する地域連携クリティカルパスの適用数を増やす。 

増加 

２４時間体制をとっている訪問看護ステーションの施設数の増加 50施設 

ライフステージに応じたがん対策（小児がん、ＡＹＡ世代のがん、高齢者のがん） 

項目 目標 

妊孕性温存に関する情報が提供された 40 歳未満のがん患者の割合 80％以上 

がん登録 

項目 目標 

全国がん登録において、精度の高いがん登録を実施する。 
死亡者情報票の情報のみで登録されたがん及び遡り調査で確認されたがんの
割合（ＤＣI値） 

２％未満 

 

ウ がんとの共生 
相談支援、情報提供 

項目 目標 

がん相談支援センターの認知度 95％以上（現在 82.2％） 

がん相談支援センターにおける相談体制の整備 臨床心理士の増 増加 

国立がん研究センターが認定する「認定がん専門相談員」の資格を有す
る相談員の増 

増加 

国立がん研究センターが認定する「認定がん相談支援センター」の県内
設置数 

増加（現在１箇所） 

就労を含めたがん患者が安心して暮らせる社会づくり 

項目 目標 

自分らしい生活を送れていると感じるがん患者の割合 95％以上（現在 67.4％） 

がん治療後に復職した人の割合 80％以上（現在 62.5％） 

がん検診推進パートナー従業員にとって、がん療養や家族看護しやすい
環境に配慮する企業数の増加 

増加（現在 421） 

がん経験を理由に不利益な扱いを受けることのない環境に配慮する企業
数の増加 

160（現在 133） 

治療中に社会からがんに対する偏見を感じたがん患者の割合 4.0％以下（現在 6.0％） 

拠点病院のがん相談支援センターにおける就労に関する相談件数 増加 

拠点病院のがん相談支援センターにおける 両立支援コーディネーター
研修を受講した相談員数 

増加 

 

 

７ 計画の推進体制 

本県の総合的ながん対策の推進及び充実を図り、県民が一丸となってがん対策を推進していくため、それ 

を推進する組織として、がん患者・家族等県民、医療機関、検診機関、事業者、報道機関、市町村、県など 

で構成する「鳥取県がん対策推進県民会議」を設置しています。 













＜喫煙対策＞
◆受動喫煙防止対策推進事業　【854千円】

＜食生活改善＞
◆「食の応援団」支援事業【4,419千円】

◆食育地域ネットワーク強化事業【498千円】

＜運動習慣の定着＞

◆ウォーキング立県の推進【1,900千円】

◆あるくと健康！うごくと元気！キャンペーン事業【8,197千円】

＜がん早期発見＞

◆市町村と連携して行う胃がん対策事業【2,194千円】

◆休日がん検診支援事業【6,500千円】

◆大腸がん検診特別促進事業【830千円】

◆出張がん予防教室【695千円】

◆鳥取県がん検診推進パートナー企業制度

◆がん検診の精度管理等【22,192千円】

＜拠点病院の機能強化＞
◆がん診療連携拠点病院の機能強化補助金【28,197千円】

＜放射線治療、専門医育成体制の強化＞
◆放射線治療提供体制強化事業【7,919千円】

◆放射線治療機能強化事業【454千円】

市町村が科学的根拠に基づく正しい検診（対策型がん検診）を提供できるよう検診精度の
確保のための対策の実施やがん検診に関する研修会等を開催し、がん検診の質の向上に取
り組む。

休日にがん検診を実施する市町村に対して、休日割増費用の一部を支援する。

県内の放射線治療の診療体制及び放射線治療専門医の育成体制を強化するため、鳥大附属
病院が放射線治療専門医を増員配置する経費を助成する。

がん対策推進に協力いただける企業をパートナー企業として認定。企業と連携し、従業員
に対するがん検診の受診勧奨に取り組む。

市町村に対して、大腸がん検診キット（便潜血検査）の配布費用の一部を支援する。

がん診療連携拠点病院が質の高いがん医療を提供するための取組を支援する。

県内の地域がん診療連携拠点病院における放射線治療の質の向上を図るため、鳥取大学医
学部附属病院が主体となり、放射線治療医への事例研修や診療放射線技師への実地指導を
行う。

第４次鳥取県がん対策推進計画（2024年～2029年）の目標

がん予防教育を実施する学校・企業等に対して、講師派遣及び教材の提供を行う。

令和6年（2024年）度　鳥取県のがん対策における主な事業

①がんによる死亡者の減少
　75歳未満がん年齢調整死亡率（人口10万対）を61.0未満とする
　（男女別の目標値　　男性：74.0未満　　女性46.0未満）

☆…6年度新規、拡充事業

②がんになっても自分らしく生きることのできるがんとの共生社会を実現する。

改正健康増進法に規定される「既存特定飲食提供施設」が、法改正を契機に施設の禁煙化
を行う場合に、施設改装費用の一部を助成する。
従業員の卒煙に取り組む事業所に対して、事業所の取組に応じて助成する。

栄養・食生活の改善及び食育の推進を目的として活動する団体の強化と普及啓発活動の支
援を行う。

県民のウォーキングの定着を図るため、認定大会に一定程度参加した者への認定証の発
行、応募者からの抽選による景品の贈呈等を行う。また、ウォーキング大会を積極的に開
催する団体に対して開催経費を支援する。

胃がんの発症リスクの低減等を図るため、市町村が胃がん対策として実施するピロリ菌等
検査の検査費用を助成する。

健康意識の醸成や健康づくりに向けた行動変容を図るため、スマホアプリを活用して、
ウォーキングやスポーツ、日常生活における身体活動など健康づくりに資する取組に対し
てポイントを付与し、景品を贈呈するなど個人のインセンティブを提供する。

食育活動の地域への定着と食育実践者同士のネットワークの強化を図る

基

本

（１） がんの予防（１次予防）・早期発見（２次予防）

（２） がん医療

資料４－１



＜ライフステージに応じたがん対策＞
◆がん患者等に対する妊よう性温存療法の支援【1,147千円】

＜がん診療従事者等の育成＞
◆がん専門医療従事者等の育成支援【4,202千円】

＜相談体制の強化＞
◆がん患者の労働相談に関するワンストップ体制の整備

＜患者支援＞
◆がん患者に対するウィッグ等の購入費助成　【5,722千円】

◆がん先進医療を受ける際の財政的支援【100千円】

◆がんカフェ開催の支援　【500千円】

☆がんピアサポーター養成　【163千円】

◆がん罹患率、死亡率の高い要因の分析　【3,099千円】

◆肝がん・重度肝硬変患者の治療費助成　【2,840千円】

◆肝炎患者の重症化予防（初回精密検査、定期検査費用等の助成）【604千円】

中小企業労働相談所とがん拠点病院相談支援センターが連携し、がん患者の労働トラブル
等の相談をワンストップで行える体制を整備する。

罹患率、死亡率が高い要因を解明するため、健診情報・がん登録情報など関連データの解
析、及び疫学調査を実施する。

ウイルス検査で要精検となった方の初回精密検査費用及び一定の所得以下の慢性肝炎等の
定期検査（年２回）受診費用、非ウイルス性肝疾患の高リスク者への定期検査を助成す
る。

B、C型肝炎ウイルスによる肝がん・重症肝硬変の医療費を助成する。

がん治療による外見変貌等の心理的負担を軽減し、がん患者の社会参加を促進するため、
医療用ウィッグ・補整下着及び脱毛予防用品の購入経費を助成する。

がんゲノム医療をはじめ、がん専門医、がん専門医療従事者、放射線治療専門医、がん薬
物療法専門医の新規資格取得等に係る経費を助成する。

がん患者同士が語り合い・支え合う場を設定する団体に対して、運営費用の一部を助成す
る。

ピアサポーターの育成を行い、がん患者の支援及び活動を通じて県内のがん患者会・サロ
ン等の情報交換や交流の活性化を図る。

がん患者やその家族が県と協定を締結した金融機関からの借入金を活用した場合、利子相
当額を県が支援する。

がん治療（抗がん剤の投与、放射線治療）前に患者の卵子や精子を凍結保存する費用及び
凍結した検体を用いた生殖補助医療に対し助成する。

方

針

（３） がんとの共生



１ 第１９回禁煙イベント 「世界禁煙デーin米子」

令和６年６月２日（日） 午後１時～３時日 時

イオンモール日吉津 西館１階 チューリップコート場 所

WHOが定める「世界禁煙デー（５月３１日）」に合わせ、禁煙に関する啓発イベントを開催した。
※主催は、「世界禁煙デーin米子実行委員会」

概 要

〇専門医による禁煙相談 ５名、うちニコチンパッチ無料処方２名
〇体験コーナー参加者 名（ニコチン依存度チェック、呼気中一酸化炭素濃度測定、肺年齢

測定、エタノールパッチテスト 等）
〇啓発コーナーとしてパネル展示や啓発物配布を実施
〇禁煙紙芝居等の実施、世界禁煙デー印字入り風船・どら焼きの配布

実 績

〇参加人数 ３１名当日スタッフ

令和６年８月２０日（火） １１時～正午日 時

イオン日吉津店 出入口前場 所

毎年９月のがん征圧大会に向けて、鳥取県保健事業団、鳥取県医師会及び鳥取県の共催で
実施。（ポケットティッシュ配布２００個）

概 要

２ 令和６年度がん征圧月間キャンペーン

がんに関する普及・啓発事業 資料４－２



●開催場所：学校

講 師受講者
内容実施場所年度

分
類 職種所属人数主な受講者

医師
医師
医師
医師
医師

教諭

市場医院
市場医院
市場医院
市場医院
市場医院

（教材提供のみ）

７
29

22

100

45

10

小学５．６年
小学６年
小学６年
小学５．６年
小学６年

小学６年

喫煙
喫煙
喫煙
喫煙
喫煙

がん

会見第二小学校
会見小学校
日南小学校
岸本小学校
西伯小学校

根雨小学校

R1

小
学
校

医師
教諭
医師
医師

医師

市場医院

（教材提供のみ）
市場医院
市場医院
市場医院

24

74

18

76

60

小学６年
小学６年
小学６年
小学５年＋保護者
小学６年

喫煙
病気の予防
喫煙

喫煙
喫煙

会見小学校
弓ヶ浜小学校
日南小学校
岸本小学校
西迫小学校

R2

医師
医師
医師

医師
医師
医師

市場医院
市場医院

市場医院
市場医院
市場医院
鳥取大学地域医療学

9

57

24

60

33

31

小学５・６年
小学５年
小学６年
小学６年
小学６年
小学６年

喫煙
喫煙
喫煙
喫煙
喫煙
喫煙

会見第二小学校
岸本小学校
日南小学校
西伯小学校
会見小学校
中山小学校

R3

医師
医師
医師
医師
医師
医師

市場医院
市場医院
市場医院
市場医院
鳥取大学地域医療学
鳥取大学地域医療学

36

19

16

53

55

18

小学５・６年
小学６年
小学６年
小学６年
小学５年

小学６年

喫煙
喫煙
喫煙
喫煙
喫煙
喫煙

大山小学校
会見小学校
日南小学校
西伯小学校
岸本小学校
中山小学校

R4

医師
医師
医師
医師

医師

市場医院
市場医院
鳥取大学地域医療学
市場医院

鳥取大学地域医療学

27

39

70

41

101

小学６年
小学６年
小学５年
小学６年

小学６年

喫煙
喫煙
喫煙・がん
喫煙

喫煙

日南小学校
西伯小学校
岸本小学校
会見小学校
中山小学校

R5

医師
医師
医師
医師

市場医院
市場医院
鳥取大学地域医療学
市場医院

29

19

小学５．６年
小学６年

喫煙
喫煙
喫煙
喫煙

大山小学校
日南小学校
会見小学校
西伯小学校

R6

医師

看護師

鳥取大学地域医療学

米子医療センター

55

20

中学３年

中学２・３年

生活習慣病

がん

伯耆町立岸本中学校

鳥取県立皆生養護学校皆浜分校
R1

中
学
校

医師鳥取大学地域医療学118中学２・３年生活習慣病伯耆町立岸本中学校R2

医師

医師
鳥取大学医学部
鳥取大学地域医療学

75
66

中学１年

中学２年

喫煙

生活習慣病
米子市立淀江中学校
伯耆町立岸本中学校

R3

医師鳥取大学地域医療学60中学２年生活習慣伯耆町立岸本中学校R4

看護師
医師

「がんのコト。」
米子保健所

34

64

中学２年

中学２年

がん予防

生活習慣病

伯耆町立溝口中学校
伯耆町立岸本中学校

R5

看護師「がんのコト。」30中学２年がん予防伯耆町立溝口中学校R6

●開催実績

西部計

一 般学 校

その他
(一般県民・地
区組織等)

事業所
その他

(教員・保護者)
高等学校中学校小学校

11111025R元年度

6010014R２年度

8000026R３年度

8100016R４年度

11040025R５年度

11112014R６年度

（単位：回） （令和６年１２月時点、予定含む）

３ 出張がん予防教室



●開催場所：一般

講 師受講者
内容実施場所

年
度

分
類 職種所属人数主な受講者

医師福祉保健局17
保健体育主事
（高校教諭）、
養護教諭

がん
鳥取県高等学校保健研究協議会教育
研究会西部支部

R1

そ
の
他

（教
員
・保
護
者
）

看護師「がんのコト。」70教職員がん予防かいけ心正こども園R6

医師博愛病院90職員大腸がん(株)フィディアR1

社
内
研
修

医師鳥取大学地域医療学11職員
生活習慣と
がん

（有）江府技研コンサルタントR2

――――――R3

――――――R4

医師
保健師
看護師
医師

博愛病院
米子保健所
「がんのコト。」
米子保健所

127

81

30

30

職員
職員
職員
職員

がん予防
がん予防
がん予防
がん予防

シンワ技研コンサルタント
鳥取県生活衛生営業支援センター
大陽日産エネルギー（株）山陰支店
米子警察署

R5

医師・保健師

医師・保健師

医師

保健師
医師
医師

米子保健所

米子保健所

米子保健所

米子保健所
米子保健所
鳥取大学地域医療学

15

65

73

20
18
12

会員

職員

職員

職員
職員
職員

労働災害・
がん予防
飲酒
労働災害・
がん予防
飲酒
労働災害・
がん予防
がん予防
がん予防
がん予防

米子地区建設業労働災害防止協議会

大松建設（株）

（株）フィディア

エレックス（株）
（有）シオテック
（有）江府技研コンサルタント

R6

医師（教材提供のみ）50一般県民がん予防博愛病院R1

一
般
県
民

――――――R2

――――――R3

医師（教材提供のみ）31一般県民がん予防博愛病院R4

――――――R5

医師（教材提供のみ）50一般県民がん予防博愛病院R1



４ 鳥取県がん検診推進パートナー企業認定実績

従業員数（単位：人）企業数（単位：社）

6,554162米子市

1,77250境港市

13311日吉津村

1,22319南部町

64327伯耆町

1,13840大山町

48327日南町

52035日野町

29121江府町

12,757392西部計

使用物品内容場所日時

肺がん
乳がん

世界禁煙デー
乳がん月間

西部総合事務所２号館
玄関ホール

４月２日～５月３１日
１０月１日～３１日

―米子保健所
喫煙世界禁煙デーin米子での啓発展示イオンモール日吉津６月２日

乳がん境港市イベントでの啓発展示境港市民交流センター６月１５日

乳がん日本生命乳がんセミナーでの啓発展示米子商工会議所１０月９日

乳がんしきゅうcaféでの展示鳥取大学医学部１１月２日

喫煙
禁煙啓発のため展示
禁煙啓発のため展示

米子市ふれあいの里
５月２３日～３１日
８月２１日～２３日

米子市

市町村

喫煙
健康増進普及月間・がん検診受診率に向けた

集中キャンペーン月間に関する展示
８月２５日～１０月３１日

喫煙
乳がん

禁煙啓発のため展示
健康祭りでの展示

境港市保健相談センター
６月４日～７月１日

１０月１７日～１０月２３日
境港市

喫煙検診の受診乾燥、がん予防啓発のため展示JA西伯支所１１月２９日～１２月２日南部町

喫煙社内でのがん予防啓発のため展示事業所内５月８日～１３日美保テクノス

企業等 喫煙社内でのがん予防啓発のため展示事業所内５月１７日～２４日（株）ミトクハーネス

乳がんしきゅうcaféでの展示イオンモール日吉津７月７日～１２日しきゅうcafe

喫煙授業の教材として使用学校内７月１２日～１９日加茂中学校学校

５ 令和６年度 がん啓発教材展示
圏域各地での啓発教材展示、市町村イベント等への支援を実施。
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令和６年度西部圏域地域・職域連携推進連絡会 報告書 

 

１ 日 時  令和６年１１月２０日（水） 午後１時３０分から３時３０分まで 

２ 場 所  西部総合事務所講堂（１号館２階） 

３ 出席者  合計３３名 （職域６名、保険者１名、検診機関２名、企業３名、市町村１２名、事務局７名） 

４ 内 容 

（１） 開会 

（藤井保健所長）健康寿命の延伸を図るため、働いている時からの取組みが重要。一緒に取り組めるも

のがないか意見交換したい。 

（２）趣旨説明 

※会議の趣旨等について事務局より資料のとおり説明した。 

（３）取組紹介 

①企業の取組み紹介  

(ア) NOK 株式会社鳥取事業場 資料２ 

 （イ）シンワ技研コンサルタント株式会社 資料３ 

 （ウ）エレックス株式会社 資料４ 

 ＜課題＞ 

・産業看護職のレベルアップとして、事業場間の情報共有や連携強化が必要。 

・要再検・要精検や特定保健指導などの受診勧奨をしても、面倒・時間がない等の理由で受診しない従業員

がいる。 

・喫煙率が１５％程だが、頭打ち。これ以上減らすのは難しい状況でありどうすればよいか悩んでいる。 

・健康への意識の温度差があり、思うように改善が進んでいない。 

・健康推進担当者が専門職ではなく、外部機関を頼らざるをえないが、専門家とのつながりがなく探し方も分

からない。業務の間に取り組んでいるため時間が割けない。 

・全員が無理なく取り組めるような内容を考える必要がある。 

＜企業から行政に対する要望＞ 

・聞く・見るだけでなく、測定など客観的に見て、その場で指導をしてもらえると心に刺さる人が多い。 

・協会けんぽに属していないと健康経営マイレージ事業などに参加できないのが残念。鳥取県の企業であれ 

ば参加できるようにしていただけると嬉しい。睡眠に関するセミナーがあると良い。 

・オーラルケアは個人任せになっているので、講座があると助かる。 

②各関係機関の取組みや課題について 資料５ 

（ア） 鳥取産業保健総合支援センター 資料５－１ 

 ・産業保健関係者を支援するとともに、事業主に対して職場の健康管理について啓発を行うことを目的とする

独立行政法人労働者安全機構の一組織。西部圏域の保健師がここ２年空白であることが課題。 

（イ） 全国健康保険協会鳥取支部 資料５－２ 

・加入事業所に対して、保健事業として①生活習慣病予防健診・特定健診②保健指導③重症化予防対策④

コラボヘルスの推進（健康経営）を行っている。宣言事業所数が伸び悩んでいること、加入事業所が 10,000

社以上あるため加入者との距離が遠く、直接のアプローチが困難であることが課題。 

資料５－２ 
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（ウ）日南町 資料５－３ 

・R 元年度～3 年度まで「職域対抗健康づくり作戦「健康経営力№1 はどこだ」」を実施し、「困った時には町に

相談すれば良い」と覚えてもらえ、今でも、健康教育等の希望があった際には測定機器などを持って行って

健康教育の実施等している。 

（エ）米子保健所 資料５－４ 

・令和 5 年度～事業所訪問再開し、33 社を訪問。また、令和 5 年度に職場の受動喫煙アンケートを実施。今

後も継続して実態把握をするとともに必要な啓発に繋げていきたい。 

（オ）健康政策課 資料５－５ 

・鳥取県では、「そこに住むだけで自然と健康になれる環境整備」の努力をしているところ。 

 

（４）意見交換 資料６ 

・市町村では、企業との関りがないため、ニーズの把握や取組みの実施ができていない。職場の中にもいろい

ろな自治体の人がおられるため、自治体間でどのように協力していったら良いかが分からない。まずは実態

把握が必要であるため、企業の聞取りを継続したい。 

・検診機関による検診では、基本的には業務時間内に受診をされている認識。施設検診は項目が多くなるた

め、休暇をとって来られる方や、バリウム検診は下剤の服用等で業務に支障がでるため休暇を取ってくる方

もあるが、どの程度かは把握していない。 

・米子商工会議所、米子法人会では、なかなか各職場内のことまでは把握できていないが、意識がある人な

い人で取組みに差がでてきてしまうという話は聞いたことがある。職員をどう巻き込んで取組みを行い、意識

を向上をさせていくかを考えることが必要。 

（事務局）今回は初めての会議ということで色々な取組や課題の紹介にとどまった。今後定期的に会議をする

中で、PDCA サイクルにのっとり、これからどのようなことに取り組んでいくのかを事務局として検討し、また相

談したいと思う。 

 

（４）閉会 

（藤井保健所長）今日は企業の実態やそれぞれの団体の取組み等をまずは情報共有した段階。その中で課

題もいただいたが、課題に対してどのようにしたら良いかというところまでは至っていないが、今日は顔見知り

になっていただいので、来年の会に至らずとも疑問点等を気軽に相談してもらえれば一緒に考えて取り組ん

でいきたい。 
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がん検診 特定健診 がん検診 特定健診

鳥取市

・無料クーポン券の送付
　（全がん/特定年齢者）
・未受診者の再受診勧奨の実施
　（肺大子乳/未受診者の中からの抽出）
・がん検診対象初年度の人へがん手帳を送付
・市報、市ホームページ、市公式ＬＩＮＥ、
ＣＡＴＶ、ラジオ（ＦＭとっとり）を活用し
た広報
・乳幼児健診会場での啓発（子乳）：ポス
ター掲示、チラシを使用しての受診勧奨
・啓発ポスターの掲示：公民館、医療機関、
郵便局
・大学、専門学校等への啓発
・健康づくり地区推進員が主体的に取り組む
がん検診の実施
・イベント会場での啓発
・新生児訪問時の子宮がん検診受診勧奨
・健康づくり地区推進員（受診率向上委員
会）との協働啓発活動
・休日検診の実施
・休日に受診できる医療機関情報の提供
・スーパーを会場とした検診実施
・ＷＥＢ予約（集団検診のみ）
・がん検診推進パートナー企業へ向けた受診
勧奨・啓発

・未受診者への再受診勧奨
（効果的な資材を利用したＤＭの送
付、家庭訪問）
・協会けんぽとの協働啓発（健診結果
及び医療費の分析）
・市報、市ホームページ、市公式ＬＩ
ＮＥ、ＣＡＴＶ、ラジオ（ＦＭとっと
り）を活用した広報
・啓発ポスターの掲示（左記のとお
り）
・イベント会場での啓発活動
・糖尿病予防キャンペーンの実施に合
わせた受診勧奨
・健康づくり地区推進員（受診率向上
委員会）との協働啓発活動
・医師会・薬剤師会との協働による啓
発
・休日検診の実施
・ＷＥＢ予約（集団検診のみ）
・みなし健診受診勧奨実施

・無料クーポン券の送付
　（全がん/特定年齢者）
・未受診者の再受診勧奨の実施
　（肺大子乳/未受診者の中からの抽出）
・がん検診対象初年度の人へがん手帳を送付
・市報、市ホームページ、市公式ＬＩＮＥ、
ＣＡＴＶ、ラジオ（ＦＭとっとり）を活用し
た広報
・乳幼児健診会場での啓発（全がん）：ポス
ター掲示、チラシを使用しての受診勧奨
・啓発ポスターの掲示：公民館、医療機関、
郵便局
・大学、専門学校等への啓発
・健康づくり地区推進員が主体的に取り組む
がん検診の実施
・イベント会場での啓発
・新生児訪問時の子宮がん検診受診勧奨
・健康づくり地区推進員（受診率向上委員
会）との協働啓発活動
・休日検診の実施
・休日に受診できる医療機関情報の提供
・スーパーを会場とした検診実施
・ＷＥＢ予約（集団検診のみ）
・がん検診推進パートナー企業へ向けた受診
勧奨・啓発

・未受診者への再受診勧奨
（効果的な資材を利用したＤＭの送
付、家庭訪問）
・協会けんぽとの協働啓発（健診結果
及び医療費の分析）
・市報、市ホームページ、市公式ＬＩ
ＮＥ、ＣＡＴＶ、ラジオ（ＦＭとっと
り）を活用した広報
・啓発ポスターの掲示（左記のとお
り）
・国保加入者の多い団体への啓発
・イベント会場での啓発活動
・糖尿病予防キャンペーンの実施に合
わせた受診勧奨
・健康づくり地区推進員（受診率向上
委員会）との協働啓発活動
・医師会・薬剤師会との協働による啓
発
・休日検診の実施
・ＷＥＢ予約（集団検診のみ）
・みなし健診受診勧奨実施

岩美町

・医療機関・集団検診でも利用できる受診券
を個別送付。
・集団健診の無料化。
・東部地区医療機関ですべてのがん検診が実
施可能。
・大腸がん、肺がん（R５～）、乳がん、子
宮がん医療機関検診の無料化。
・地区健診以外に女性のみの集団検診を１
回・レディース検診(子宮がん・乳がん）を2
回実施。
・巡回肺がん検診を4日間全町で実施。
・休日健診を３回８月・10月・1月に実施。
・防災無線・広報・ケーブルテレビでがん検
診啓発。
・公民館・医療機関・子育て支援機関・乳幼
児健診会場で啓発ポスターの掲示。
・40歳・61歳・70歳の節目年齢の方に人間
ドックの個別案内送付
・人間ドック実施。（74歳まで）

・自己負担金無料化の継続
・医療機関健診東部圏域の継続
・尿酸・貧血・クレアチニンの追加項
目の無料化継続
・未受診者への勧奨通知
・みなし健診の継続
・対象者への電話による受診勧奨と取
りやめ、年内受診者に対して健康や受
診意識向上を促すため、受診結果をも
とにした健康年齢を通知。

・医療機関・集団検診でも利用できる受診券
を個別送付。
・集団健診の無料化。
・東部地区医療機関ですべてのがん検診が実
施可能。
・大腸がん、肺がん（R５～）、乳がん、子
宮がん医療機関検診の無料化。
・地区健診以外に女性のみの集団検診を１
回・レディース検診(子宮がん・乳がん）を2
回実施。
・巡回肺がん検診を4日間全町で実施。
・休日健診を３回８月・11月・1月に実施。
・防災無線・広報・ケーブルテレビでがん検
診啓発。
・公民館・医療機関・子育て支援機関・乳幼
児健診会場で啓発ポスターの掲示。
・40歳・50歳・61歳・70歳の節目年齢の方に
人間ドックの個別案内送付
・人間ドック実施。（74歳まで）

・自己負担金無料化の継続
・医療機関健診東部圏域の継続
・尿酸・貧血・クレアチニンの追加項
目の無料化継続
・未受診者への勧奨通知
・みなし健診の継続
・対象者への電話による受診勧奨と取
りやめ、年内受診者に対して健康や受
診意識向上を促すため、受診結果をも
とにした健康年齢を通知。

八頭町

・個人宛にがん検診（医療機関・集団）受診
券を送付
・特定の年齢の方に全がん無料受診券送付、
特定の年齢の方への未受診者通知
・町報、ホームページによる広報
・休日検診の実施
・子宮・乳・大腸・前立腺がん検診、肝炎ウ
イルス検査、骨粗鬆症検診の２日間午後検診
実施(1日は休日検診の午後実施）
・がん検診推進ポスター・ステッカーの掲示
・「がん検診標語コンテスト」の実施。
・健康づくり推進員によるがん検診啓発チラ
シの全戸配布、広報活動
・がん検診、がん予防に関する講演会
・イベント会場等での啓発
・商工会・各団体へのがん検診啓発
・健康ポイントラリー対象検診
※イベント、講演会等での啓発はコロナ感染
状況により変更の場合あり。

【広報及び受診勧奨】
ホームページ、町報、無線放送、健康
教室、検診会場での周知
【受診率向上のための取組】
休日検診の実施
情報提供事業（事業対象者勧奨通知）
健康ポイントラリー対象健診
【未受診者対策】
受診勧奨通知、チラシの配布（新規加
入者等）、電話勧奨
協会けんぽと協同事業、休日検診にあ
わせての受診勧奨チラシ新聞折り込み
【その他】
若年層（40.50代）に対する人間ドッ
ク案内通知
人間ドック対象年齢拡大（36.38歳）

・個人宛にがん検診（医療機関・集団）受診
券を送付
・特定の年齢の方に全がん無料受診券送
付、特定の年齢の方への未受診者通知
・町報、ホームページによる広報
・休日検診の実施
・子宮・乳・大腸・前立腺がん検診、肝炎ウイ
ルス検査、骨粗鬆症検診の２日間午後検診
実施(1日は休日検診の午後実施）
・まちづくり委員会での巡回検診
・がん検診推進ポスター・ステッカーの掲示
・「がん検診標語コンテスト」の実施。
・健康づくり推進員によるがん検診啓発チラ
シの全戸配布、広報活動
・がん検診、がん予防に関する講演会
・イベント会場等での啓発
・商工会・各団体へのがん検診啓発
・健康ポイントラリー対象検診

【広報及び受診勧奨】
ホームページ、町報、無線放送、健康
教室、検診会場での周知
【受診率向上のための取組】
休日検診の実施
情報提供事業（事業対象者勧奨通知）
健康ポイントラリー対象健診
【未受診者対策】
受診勧奨通知、チラシの配布（新規加
入者等）、電話勧奨
協会けんぽと協同事業、休日検診にあ
わせての受診勧奨チラシ新聞折り込み
【その他】
若年層（40.50代）に対する人間ドッ
ク案内通知
人間ドック対象年齢拡大（36.38
歳）、人間ドック再募集の実施

若桜町

・休日がん検診２回実施
・個別検診（胃カメラ・肺・大腸・子宮・乳
がん）と集団検診の併用
・胃カメラ個別検診自己負担１，０００円
・個別がん検診を東部圏域で実施
・対象者全員に通知
・町報・ホームページやＩＰ告知端末でＰＲ
・未受診者へ再通知
・健康ポイント事業の対象として受診勧奨
・集団検診でレディース検診（子宮・乳が
ん・骨粗鬆症検診のみ）を実施
・骨粗鬆症検診を集団健診で実施（全日程）
・セット健診を実施（休日がん・補足がん・
レディース検診除く全日程）
・集団健診を予約制で実施（全日程）

・国保人間ドックを特定健診として実
施
・対象者全員に個別通知
・町報、ホームページ、IP告知端末で
周知
・受診勧奨のチラシを保健医院を通じ
て全戸配布
・肝臓超音波検診を特定健診と同時の
実施
・未受診者へ受診勧奨通知送付
・補足検診をがん検診と同時実施1回
・健康ポイント事業の対象として受診
勧奨
・国保外人間ドックを実施
・実施医療機関を東部圏域に拡大し、
医療機関の健診データ買い取り事業を
継続
・健診期間を3月までとする。
・協会けんぽと受診勧奨のチラシを作
成し、新聞折込する
・集団健診を予約制で実施（全日程）

・休日がん検診２回実施
・個別検診（胃カメラ・肺・大腸・子宮・乳
がん）と集団検診の併用
・胃カメラ個別検診自己負担１，０００円
・個別がん検診を東部圏域で実施
・対象者全員に通知
・町報・ホームページやＩＰ告知端末でＰＲ
・未受診者へ再通知
・健康ポイント事業の対象として受診勧奨
・集団検診でレディース検診（子宮・乳が
ん・骨粗鬆症検診のみ）を実施
・骨粗鬆症検診を集団健診で実施（全日程）
・セット健診を実施（休日がん・補足がん・
レディース検診除く全日程）
・集団健診を予約制で実施（全日程）

・国保人間ドックを特定健診として実
施
・対象者全員に個別通知
・町報、ホームページ、IP告知端末で
周知
・受診勧奨のチラシを保健委員を通じ
て全戸配布
・肝臓超音波検診を特定健診と同時の
実施
・未受診者へ受診勧奨通知送付
・補足検診をがん検診と同時実施1回
・健康ポイント事業の対象として受診
勧奨
・国保外人間ドックを実施
・実施医療機関を東部圏域に拡大し、
医療機関の健診データ買い取り事業を
継続
・健診期間を3月までとする。
・協会けんぽと受診勧奨のチラシを作
成し、新聞折込する
・集団健診を予約制で実施（全日程）

備考
令和6年度健診取り組み

令和5年度がん検診・特定健診実施状況及び令和6年度取り組みについて

令和5年度健診取り組み区
分

東
部

東
部

市町村名

資料６―２

kanbamiyu
長方形



がん検診 特定健診 がん検診 特定健診
備考

令和6年度健診取り組み令和5年度健診取り組み区
分

市町村名

智頭町

・該当者全員に受診券を送付。
・町報、ホームページ、告知端末機によるお
知らせ、個人通知等で周知を図る。
・集落ごとの放送、回覧により受診勧奨。
・休日の集団検診を４回実施。
・乳がん検診は町内病院でも受診可能だが、
子宮がん検診は町内病院で受診が不可（東部
地区医療機関で受診可能）。
・胃内視鏡検診、肺がん検診（結核含む）、
大腸がん検診は町外の東部地区医療機関でも
検診受診可能。（大腸がん検診はR５年～追
加）
・休日のセット健診は胃・肺・大腸・子宮・
乳が1度に受診可能。
・集団での乳がん検診を５回実施し、内３回
は休日に実施。子宮がんとセットしたレ
ディース検診を休日１日と平日に１日実施予
定。
・各がん検診未受診者の一部に受診勧奨を実
施。
・智頭町ドックを実施。

・該当者全員に受診券を送付。
・町報、ホームページ、告知端末機、
図書館等での展示によるお知らせ、個
人通知等で周知を図る。
・集団健診ではがん検診とセットで実
施。
・集団検診を年６回実施。うち休日健
診を３回実施。
・特定健診・後期高齢者健診を受診さ
れる全員に尿酸・クレアチニン・貧
血・心電図の検査項目を追加。
・智頭町ドックの実施。
・すべての未受診者を対象に受診勧奨
通知を送付する。
・未受診者の内、みなし健診に該当す
る者は、みなし健診の個別受診勧奨を
送付する。
・特定健診受診者に地域通貨を結果と
一緒に送付。
・医療機関定期通院者で特定健診を受
けない者について、本人同意のもと、
医療機関から町に検査結果の情報提供
を行っていただけるよう連携。
・町外の東部地区医療機関でも健診受
診できるようにする。
・要医療値以上の者（治療中、特定保
健指導対象者を除く）には紹介状を発
行し，訪問を行い精密検査の勧奨を行
う。治療中の者の内、健診にて要医療
値であった場合も訪問し、治療状況な
ど確認する。

・該当者全員に受診券を送付。
・町報、ホームページ、告知端末機によるお
知らせ、個人通知等で周知を図る。
・集落ごとの放送、回覧により受診勧奨。
・休日の集団検診を４回実施。
・乳がん検診は町内病院でも受診可能だが、
子宮がん検診は町内病院で受診が不可（東部
地区医療機関で受診可能）。
・胃内視鏡検診、肺がん検診（結核含む）、
大腸がん検診は町外の東部地区医療機関でも
検診受診可能。（大腸がん検診はR５年～追
加）
・休日のセット健診は胃・肺・大腸・子宮・
乳が1度に受診可能。
・集団での乳がん検診を５回実施し、内３回
は休日に実施。子宮がんとセットしたレ
ディース検診を休日１日と平日に１日実施予
定。
・各がん検診未受診者の一部に受診勧奨を実
施。
・智頭町ドックを実施。

・該当者全員に受診券を送付。
・町報、ホームページ、告知端末機、
図書館等での展示によるお知らせ、個
人通知等で周知を図る。
・集団健診ではがん検診とセットで実
施（集団健診のみとっとり電子申請
サービスより予約可能）。
・集団検診を年６回実施。うち休日健
診を３回実施。
・特定健診・後期高齢者健診を受診さ
れる全員に尿酸・クレアチニン・貧
血・心電図の検査項目を追加。
・智頭町ドックの実施。
・すべての未受診者を対象に受診勧奨
通知を送付する。
・未受診者の内、みなし健診に該当す
る者は、みなし健診の個別受診勧奨を
送付する。
・特定健診受診者に地域通貨を結果と
一緒に送付。
・医療機関定期通院者で特定健診を受
けない者について、本人同意のもと、
医療機関から町に検査結果の情報提供
を行っていただけるよう連携。
・町外の東部地区医療機関でも健診受
診できるようにする。
・要医療値以上の者（治療中、特定保
健指導対象者を除く）には紹介状を発
行し，訪問を行い精密検査の勧奨を行
う。治療中の者の内、健診にて要医療
値であった場合も訪問し、治療状況な
ど確認する。

倉吉市

・休日健診の実施
　年４回実施
・21（子宮がん検診）41、61歳の自己負担金
無料を継続実施
・集団健診の全検診予約・レディース検診日
の設定
・未受診者への受診勧奨
・精密未受診者への受診勧奨
・無料検診未受診者への受診勧奨（年2回）
・協会けんぽとの連携周知
・市報、ホームページ、LINE、CATV等を活用
した広報
・図書館でのパネル展示

・健診受診につながりやすい健診の手
引きの改良。
･貧血検査、尿酸、血清クレアチニン
検査の追加実施
・未受診者への受診勧奨（セグメント
化した受診勧奨、未受診者分析）
・人間ドック、脳ドック実施
・人間ドック記録票中部圏内で様式統
一
・市報、ホームページ、LINE等を活用
した広報

・休日健診の実施
　年４回実施
・21（子宮がん検診）41、61歳の自己負担金無料
を継続実施
・集団健診の全検診予約・レディース検診日の設
定
・未受診者への受診勧奨（年3回）
・精密未受診者への受診勧奨
・無料検診未受診者への受診勧奨（年3回）
・協会けんぽとの連携周知
・市報、ホームページ、SNSLINE、CATV等を活用
した広報
・図書館でのパネル展示
・市報で検診の特集を組み、医師と連携し検診に
ついて周知
･成人式の子宮がん検診啓発
･集団健診におけるブレストアウェアネスの啓発
・乳幼児健診等での女性のがん検診啓発

・健診受診につながりやすい健診の手
引きの改良。
・市報で健診の特集を組み、医師と連
携し健診について周知
･貧血検査、尿酸、血清クレアチニン
検査の追加実施
・未受診者への受診勧奨（セグメント
化した受診勧奨、未受診者分析）
・人間ドック、脳ドック実施
・人間ドック記録票中部圏内で様式統
一
・市報、ホームページ、LINE等を活用
した広報
・健康教育や健康相談等での健診の受
診勧奨

湯梨浜町

・各種健診希望調査表を集約し受診案内。
（集団健診）
・休日がん検診の実施。（3日間）
・新たなｽﾃｰｼﾞに入ったがん検診総合支援事
業の実施。
・41歳の無料がん検診継続。（胃・肺・第大
腸・子宮・乳・肝）
・大腸がん（41・46・51・56・61歳）、子宮
がん（31・41歳）、乳がん（41・51歳）の無
料検診継続。
・町報・ホームページによる受診啓発。
・大腸がん検診は課窓口受付継続。また、健
康相談日でも受付。
・人間セットドック・短期人間ドック検診継
続。
・協会けんぽとの連携周知（チラシ・新聞）
・集団健診未受診者への受診勧奨（ハガキ）
・精密検査受診勧奨の強化。
・「イベント・健康づくりカレンダー」の全
戸配布による健診日程等の周知。
・ゆりはまヘルシーくらぶ加入者へ、ポイン
ト付与による受診勧奨。
・子育て支援センターでの乳がん検診受診勧
奨。

・特定健診についても希望調査表を集
約し受診案内（集団健診）
・休日健診の実施（3日間）
・集団健診未受診者への受診勧奨
(ハガキ)
・協会けんぽとの連携による受診勧
奨。
　（チラシ、新聞掲載）
・町報、ホームページによる受診啓
発。
・41歳自己負担金無料の実施。
・脳MRIを含むセットドックの実
施。・人間ドック、短期人間ドック検
診を継続。
・自己負担金を500円で受診継続。
・「イベント・健康づくりカレン
ダー」
　全戸配布による健診日程等の周知。
・ゆりはまヘルシーくらぶ加入者への
　ポイント付与による受診勧奨。

・各種健診希望調査表を集約し受診案内。
（集団健診）
・休日がん検診の実施。（3日間）
・新たなｽﾃｰｼﾞに入ったがん検診総合支援事
業の実施。
・41歳の無料がん検診継続。（胃・肺・大腸・
子宮・乳・肝）
・大腸がん（41・46・51・56・61歳）、子宮がん
（31・41歳）、乳がん（41・51歳）の無料検診継
続。
・町報・ホームページによる受診啓発。
・大腸がん検診は課窓口受付継続。また、健
康相談日でも受付。
・セットドック、短期人間ドック検診継続。
・協会けんぽとの連携周知（チラシ・新聞）
・集団健診未受診者への受診勧奨（ハガキ）
・精密検査受診勧奨の強化。
・「イベント・健康づくりカレンダー」の全戸配
布による健診日程等の周知。
・ゆりはまヘルシーくらぶ加入者へ、ポイント
付与による受診勧奨。
・子育て支援センターでの子宮がん検診受診
勧奨。
・集団健診のレディース検診に骨粗しょう症
検診を加えて実施。

・特定健診についても希望調査表を集
約し受診案内（集団健診）
・休日健診の実施（3日間）
・集団健診未受診者への受診勧奨
(ハガキ)
・協会けんぽとの連携による受診勧
奨。
　（チラシ、新聞掲載）
・町報、ホームページによる受診啓
発。
・41歳自己負担金無料の実施。
・脳MRIを含むセットドック、短期人間
ドック検診を継続。
・自己負担金を500円で受診継続。
・「イベント・健康づくりカレンダー」
　全戸配布による健診日程等の周知。
・ゆりはまヘルシーくらぶ加入者への
　ポイント付与による受診勧奨。

三朝町

・休日セットがん検診の実施
・がん検診推進会議の開催（2回）
・商工会との連携し、町内事業所訪問
・特定健診とがん検診案内を同時発送
・各種がん検診無料クーポン券を対象者へ送
付
・NCNL字放送、町報、ホームページ等で周知
・レディース検診日の設定
・協会けんぽ加入者に対し、特定健診との同
時受診を推進
・中学生と連携した受診勧奨ポスターの作成
・前立腺がん検診（個別検診）の実施
・国保外（特定年齢）人間ドックの実施

・かかりつけ医と連携したみなし健診
の取組。
・病院等で受診された方へ結果を提供
いただくことの周知。
・受診勧奨センターに委託する未受診
者への受診勧奨（通知）
・国保外（特定年齢）人間ドックの実
施

・休日セットがん検診の実施
・がん検診推進会議の開催（2回）
・商工会との連携し、町内事業所訪問
・特定健診とがん検診案内を同時発送
・各種がん検診無料クーポン券を対象者へ送
付
・NCNL字放送、町報、ホームページ等で周知
・レディース検診日の設定
・協会けんぽ加入者に対し、特定健診との同
時受診を推進
・中学生と連携した受診勧奨ポスターの作成
・前立腺がん検診（個別検診）の実施
・骨粗しょう症検診（集団検診）の実施
・国保外（特定年齢）人間ドックの対象者拡
大
・血管検診の実施

・かかりつけ医と連携したみなし健診
の取組。
・病院等で受診された方へ結果を提供
いただくことの周知。
・受診勧奨センターに委託する未受診
者への受診勧奨（通知）
・国保外（特定年齢）人間ドックの対
象者拡大

・がん検診受診率向上対策として、検診費用
を無料。
　胃：41.46.51.56.61歳
　子宮：21.26.31.36歳
　乳：40歳
・肝炎ウイルス検査費用を無料。
　(40.45.50.55.60歳)
・休日検診2日間
・精密検査未受診者への受診勧奨。

・特定健診受診者へほくほくカード公
共ポイントの交付
・人間ドックの実施
(40.45.50.55.61.65.70歳)

・がん検診受診率向上対策として、検診費用
を無料。
　胃：41.46.51.56.61歳
　子宮：21.26.31.36歳
　乳：40歳
・肝炎ウイルス検査費用を無料。
　(40.45.50.55.60歳)
・大腸がん検診、医療機関でも実施開始。
・休日検診2日間
・精密検査未受診者への受診勧奨。

・特定健診受診者へほくほくカード公
共ポイントの交付
・人間ドックの実施
(40.45.50.55.61.65.70歳)
・みなし健診の実施

中
部

東
部

北栄町



がん検診 特定健診 がん検診 特定健診
備考

令和6年度健診取り組み令和5年度健診取り組み区
分

市町村名

琴浦町

・40～74歳までの国保被保険者に受診券を健
康づくり推進員を通じて配付。
・大腸がん課窓口受付継続。
・協会けんぽとの連携周知（チラシ）
・精密検査受診勧奨の強化
 (冬・春に２回）
・町報による健診日程等の周知
・子宮がん検診､乳がん検診の実施医療機関
を西部地域にも拡大

・全ての対象者に対し受診券を健康づ
くり推進員を通じて配付。
・未受診者への受診勧奨　(ハガキ)
・協会けんぽとの連携による受診勧奨
　（チラシ、新聞掲載）
・町報、ホームページによる受診啓発
・集団健診時に聴力検査追加実施

・40～74歳までの国保被保険者に受診券を健
康づくり推進員を通じて配付。
・大腸がん課窓口受付継続。
・協会けんぽとの連携周知（チラシ）
・精密検査受診勧奨の強化
 (冬・春に２回）
・町報による健診日程等の周知
・子宮がん検診､乳がん検診を西部地域に継
続して実施

・全ての対象者に対し受診券を健康づ
くり推進員を通じて配付。
・未受診者への受診勧奨　(ハガキ)
・協会けんぽとの連携による受診勧奨
　（チラシ、新聞掲載）
・町報、ホームページによる受診啓発

米子市

・休日がん検診の実施（8日）
→うち、胃・乳・子宮セット検診（2回）
・協会けんぽと協働し、検診啓発（新聞折り
込み、ちらし作成）
・精密未受診者への受診勧奨
・乳幼児健診等での検診受診啓発
・地区保健推進員と協働し、啓発強化(よな
ご健康えぇがん体操啓発）
・女性のがん検診啓発のチラシの配布
・二十歳を祝う会での啓発
・がん検診受診勧奨通知（対象拡大）…新規
・健診受診券の送付対象拡大…新規
・しきゅうcafe（共催）における検診啓発…
新規
・健康増進普及月間キャンペーンにおける啓
発…新規
・企業訪問（米子保健所協働）
・啓発動画の配信

・対象者に受診券を送付
・国保人間ドックを特定健診として実
施　・市報、ホームページ等で広報
・協会けんぽと協同した啓発パンフ
レットの作成
・未受診者対策として再勧奨通知
・保健推進員、食生活改善推進員等の
地区組織を通して地域への啓発
・みなし健診の実施

【受診環境整備】
・がん検診予約システム導入…新規
・休日がん検診の実施
【受診勧奨通知】
・40歳への再勧奨
・検診未受診者への再勧奨（希望の虹プロ
ジェクト様式利用）
・精密未受診者勧奨
【周知、啓発】
・健診ガイド作成（協会けんぽ協働）
・新聞折込（協会けんぽ協働）
・企業訪問（米子保健所協働）
・地区保健推進員との協働啓発活動（よなご
健康えぇがん体操の普及等）
・乳幼児健診でのリーフレット配布
・婚姻届時にリーフレット配布
・二十歳を祝う会での啓発
・広報、SNSにおける周知啓発
・健康増進普及月間キャンペーンにおける啓
発グッズ等配布
・HPVワクチン接種医療機関へがん検診受
診勧奨カード配布依頼
・しきゅうcafe(共催）における検診啓発

・対象者に受診券を送付
・国保人間ドックを特定健診として実
施　・市報、ホームページ等で広報
・協会けんぽと協同した啓発パンフ
レットの作成
・未受診者対策として再勧奨通知
・保健推進員、食生活改善推進員等の
地区組織を通して地域への啓発
・みなし健診の実施

境港市

南部町

・集団検診：８回（内、１日は休日にがん検
診・レディース検診を実施し、当日「託児」
を設け働き世代の受診しやすい体制を設け
る。）
・「鳥取県大腸がん検診特別対策推進事業」
を案内。
・イベントでの肺がん検診・大腸がん検診の
実施。

【実施体制】
・集団健診、医療機関健診（健診機関
を町外にも拡大）、人間ドッグ、特定
健診情報提供事業(みなし健診）。
【受診勧奨】
・協会けんぽと連携し案内チラシ作
成。
・全員へ案内通知。
・健診期間中に未受診勧奨通知（特定
健診受診率向上事業における業者へ委
託）。
・定期受診している方への受診勧奨の
強化（医療機関に協力依頼）。
・町報、町CATVや防災無線を活用。
・案内チラシを新規国保加入者へ窓口
で渡す。保険証送付時に同封する。
・イベントやスーパーなどので啓発物
品の配布による呼びかけ。

・集団検診：９回（内、２日は休日にがん検
診・レディース検診を実施し、当日「託児」
を設け働き世代の受診しやすい体制を設け
る。）
・「鳥取県大腸がん検診特別対策推進事業」
を案内。
・イベントやスーパーなどので啓発物品の配
布による呼びかけ。

【実施体制】
・集団健診、医療機関健診（健診機関
を町外にも拡大）、人間ドッグ、特定
健診情報提供事業(みなし健診）。
【受診勧奨】
・協会けんぽと連携しチラシ作成。
・全員へ案内通知。
・健診期間中に未受診勧奨通知（特定
健診受診率向上事業における業者へ委
託）。
・定期受診している方への受診勧奨の
強化（医療機関に協力依頼）。
・町報、町CATVや防災無線を活用。
・案内チラシを新規国保加入者へ窓口
で渡す。保険証送付時に同封する。
・イベントやスーパーなどので啓発物
品の配布による呼びかけ。
・健診受診者へ行政ポイントを付与。

伯耆町

日吉津村

・特定健診とのセット検診
・休日がん検診
・乳がん検診、子宮がん検診、骨粗しょう症
検
　診同日実施の女性検診
・胃がんリスク検査（胃がん集団健診受診者
対
　象）
・胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の
医
　療機関委託検診
・健康ポイント対象事業
・40歳に健康ファイルを配布し検診受診勧奨
・乳幼児健診等での子宮がん検診受診勧奨

・集団健診、個別健診、人間ドック、
み
　なし健診の実施。集団健診はがん検
診
　とのセット健診。
・補足健診の実施（集団）
・自己負担額無料化（集団・個別）
・申込みがなかった者に健診前受診勧
　奨、補足健診前に未受診者受診勧奨
・村イベント等で補足特定健診のＰＲ
・健康ポイント対象事業
・協会けんぽと連携して受診勧奨実施

・特定健診とのセット検診
・休日がん検診
・乳がん検診、子宮がん検診、骨粗しょう症
検
　診同日実施の女性検診
・胃がんリスク検査（胃がん集団健診受診者
対
　象）
・胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の
医
　療機関委託検診
・健康ポイント対象事業
・40歳に健康ファイルを配布し検診受診勧奨
・乳幼児健診等での子宮がん検診受診勧奨

・集団健診、個別健診、人間ドック、
み
　なし健診の実施。集団健診はがん検
診
　とのセット健診。
・自己負担額無料（集団・個別）
・申込みがなかった者に健診前受診勧
　奨(ハガキ、訪問等）
・村イベント等で特定健診のＰＲ
・健康ポイント対象事業
・協会けんぽと連携して受診勧奨実施
（広報折込等）
・村内医療機関との連携強化（受診勧
奨の協力依頼）

中
部

・未受診者勧奨（通知、電話、TCC文字放送）
・健康推進員を通じて受診啓発の実施(声かけ、自治会放送、集団検診ﾎﾟｽﾀｰ掲示な
ど)
・健康ポイントラリーの継続
・協会けんぽとの連携による受診勧奨(チラシの作成等)
・キャンサースキャンとの連携による受診勧奨(ハガキ作成等)

西
部

北栄町

・未受診者勧奨（通知、電話、TCC文字放送）
・健康推進員を通じて受診啓発の実施(声かけ、自治会放送、集団検診ﾎﾟｽﾀｰ掲示な
ど)
・健康ポイントラリーの継続
・協会けんぽとの連携による受診勧奨(チラシの作成等)
・キャンサースキャンとの連携による受診勧奨(ハガキ作成等)
・フルセット健診2日間
・WEB予約開始

・住民と地区担当保健師が地区毎の受診勧奨方法を検討、実施、評価
・骨密度検査、歯科健診の実施および、受診者へあわせて、特定健診やがん検診の勧
奨
・イベント開催時に健康ブース等を開催
・集団検診のWEB予約
・総合病院のみ人間ドック1か月前倒しで実施。合わせて希望者のみ乳・子宮がん検
診も同時にうけられるようにする。
・40歳特定健診の無料化
・企業への働きかけの推進（集団健診日に予約一括受付）
・協会けんぽと協働した取り組みの実施
・未受診者への個別勧奨。キャンサースキャン委託による勧奨はがきの郵送
・受診券とは別に対象国保世帯全数へ、健診開始前に勧奨チラシを郵送
・２０歳、２５歳女性に対し、子宮がん検診・HPV検査の無料クーポンを送付
・国保人間ドックの特定保健指導対象者に対し、健診受診日に保健指導が受けれらる
ような体制を整備（総合病院のみで実施。）
・集団検診会場で、特定保健指導対象者に対し、保健指導実施。
・集団検診前年度申込者に対して、予約受付勧奨実施予定。

・医師会と連携し、各地区公民館で健康づくり地区推進員、検診すすめ隊対象の学習
会の開始。住民と地区担当保健師が地区毎の受診勧奨方法を検討、実施、評価
・骨密度検査、歯科健診の実施および、受診者へあわせて、特定健診やがん検診の勧
奨
・イベント開催時に健康ブース等を開催
・集団検診、人間ドックのWEB予約
・総合病院のみ人間ドック1か月前倒しで実施。（50人増）合わせて希望者のみ乳・
子宮がん検診も同時にうけられるようにする。（新）

・40歳特定健診の無料化
・健診カレンダー作成
・企業への働きかけの推進（集団健診日に予約一括受付）
・協会けんぽと協働した取り組みの実施
・未受診者への個別勧奨。キャンサースキャン委託による勧奨はがきの郵送
・受診券とは別に対象国保世帯全数へ、健診開始前に勧奨チラシを郵送
・みなし健診実施時期の変更（２月、３月→１～３月）

・集団健診で基本健診（特定健診・後期高齢者健康診査含む）を受診される方を対象に、パッ
ク健診を導入予定。
　基本健診分の料金500円で、がん検診も受診できるもの。（肺がん・大腸がん・前立腺がん・
肝炎ウイルス・胃がんリスク）
・受診券一体型の「けんしんパスポート」の導入。
・子宮がん検診は20歳無料、乳がん検診は40歳無料でいずれも初回年齢で無料実施。
・大腸がん検診（集団検診）を無料で実施。

・集団健診で基本健診（特定健診・後期高齢者健康診査含む）を受診される方を対象に、パッ
ク健診を実施。基本健診分の料金500円で、がん検診も受診できる。（肺がん・大腸がん・前立
腺がん・肝炎ウイルス・胃がんリスク）
・受診券一体型の「けんしんパスポート」を発行（4月下旬予定）。
・子宮がん検診は20歳無料、乳がん検診は40歳無料でいずれも初回年齢で無料実施。
・大腸がん検診（集団検診）を無料で実施。
・協会けんぽとの連携による受診勧奨(チラシの作成)
・キャンサースキャンとの連携による受診勧奨(年2回予定)
・健康手帳をファイル型に変更。
・乳がん、子宮がん個別検診の委託医療機関を拡充予定。子宮体部検診を新たに実施。

kanbamiyu
ハイライト表示

kanbamiyu
ハイライト表示

kanbamiyu
ハイライト表示

kanbamiyu
ハイライト表示



がん検診 特定健診 がん検診 特定健診
備考

令和6年度健診取り組み令和5年度健診取り組み区
分

市町村名

大山町

・集団検診の午後からの日程を2日、休日検
診は3日設定
・胃内視鏡検診を除くすべての検診の自己負
担なし（胃内視鏡検査は自己負担2000円）
・集団検診のインターネット予約を実施
・協会けんぽ及びキャンサースキャンと連携
し受診勧奨を実施
・転入者に窓口で検診を案内
・40歳国保加入者に電話にて受診勧奨実施
・胃がん（内視鏡検査）検診を広域化（R4
～）
・胃がんリスク検査（ピロリ菌抗体等検査）
を40歳～70歳で胃がん検診受診する希望者
（過去検査実施者は除く）に対して集団検診
及び町内個別検診にて実施
・大腸がん検診をいつでも受けられる期間の
実施（1か月）
・大腸がん検診の検体提出時間を一部延長

・国保人間ドックを特定健診として実
施。ドック費用の助成を増額。40歳は
上限35,000円、41～74歳は上限30,000
円まで助成。
・集団健診の午後からの日程を2日、
休日健診は3日設定。
・集団健診のインターネット予約を実
施。
・キャンサースキャンと連携し、未受
診者に受診勧奨予定。（年3回）
・協会けんぽと連携して広報折込など
受診勧奨を実施。
・新規国保加入者・転入者に窓口で健
診を案内。
・40歳国保加入者に電話にて受診勧奨
実施。
・みなし健診を11～3月に実施。

・集団検診の午後からの日程を2日、休日検
診は3日設定
・胃内視鏡検診を除くすべての検診の自己負
担なし（胃内視鏡検査は自己負担2000円）
・集団検診のインターネット予約を実施
・協会けんぽ及びキャンサースキャンと連携
し受診勧奨を実施
・転入者に窓口で検診を案内
・40歳国保加入者に電話にて受診勧奨実施
・胃がん（内視鏡検査）検診を広域化（R4
～）
・胃がんリスク検査（ピロリ菌抗体等検査）
を40歳～70歳で胃がん検診受診する希望者
（過去検査実施者は除く）に対して集団検診
及び町内個別検診にて実施
・大腸がん検診をいつでも受けられる期間の
実施（1か月）
・大腸がん検診の検体提出時間を一部延長
・中国労働衛生協会にてすべてのがん検診の
個別検診を自己負担なしで実施（胃がん検診
はバリウム検査）予定

・国保人間ドックを特定健診として実
施。ドック費用の助成を増額。40歳は
上限35,000円、41～74歳は上限30,000
円まで助成。
・集団健診の午後からの日程を2日、
休日健診は3日設定。
・集団健診のインターネット予約を実
施。
・キャンサースキャンと連携し、未受
診者に受診勧奨予定。（年3回）
・協会けんぽと連携して広報折込など
受診勧奨を実施。
・新規国保加入者・転入者に窓口で健
診を案内。
・40歳国保加入者に電話にて受診勧奨
実施。
・みなし健診を11～3月に実施。
・中国労働衛生協会にて個別健診を自
己負担なしで実施予定

西
部
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がん検診 特定健診 がん検診 特定健診
備考

令和6年度健診取り組み令和5年度健診取り組み区
分

市町村名

日南町

【検診】
・がん検診と特定健診のセット検診の実施
・集団検診のがん検診無償化
・前立腺がん健診の実施（５０歳以上）
・胃がんリスク検診の実施（県補助金）
・脳ドック、人間ドック、おしどり健診の実施
・女性がんの検診の休日検診実施
・胃、子宮、乳がん検診の医療機関委託実施
・西部町村で女性がん検診集合契約
・３０代女性はHPV検査（集団のみ）
【受診勧奨】
・健診対象者に受診券個別送付（５月）
・協会けんぽと協働で作成した勧奨チラシの
配布

・みなし健診実施
・特定健診及びみなし健診受診者へ町
内で利用できる商品券500円分配布
・キャンサースキャン委託による勧奨
ハガキの郵送

江府町

【検診】
・がん検診と特定健診のセット検診の実施
・子宮がん、乳がん検診受診者のうち、交通
手段がない等の希望者に、町外医療機関への
バス送迎を実施

【受診勧奨】
・希望調査の実施（健康推進委員による手配
り）
・町報や防災無線での周知
・健診約2週間前に受診票の配布（健康推進
委員による手配り）
・国保直診医師による検診受診勧奨
・協会けんぽとの連携による受診勧奨（カ
ラー刷りちらし全戸配布4月、10月）
・精密検査未受診者への受診勧奨

・みなし健診の実施（1～3月）
・左記7項目同様
・未受診者通知の送付

【検診】
・がん検診と特定健診のセット検診の実施
・子宮がん、乳がん検診受診者のうち、交通
手段がない等の希望者に、町外医療機関への
バス送迎を実施
・中国労働衛生協会米子検診所での個別健診
（特定健診とのセット検診可）を実施

【受診勧奨】
・希望調査の実施（健康推進委員による手配
り）
・町報や防災無線での周知
・健診約2週間前に受診票の配布（健康推進
委員による手配り）
・国保直診医師による検診受診勧奨
・協会けんぽとの連携による受診勧奨（カ
ラー刷りちらし全戸配布4月、10月）
・精密検査未受診者への受診勧奨

・みなし健診の実施（1～3月）
・左記7項目同様
・未受診者通知の送付
・中国労働衛生協会米子検診所での個
別健診（がん検診とのセット検診可）
を実施

【検診】
・がん検診と特定健診のセット検診の実施
・前立腺がん検診の実施（50歳以上）
・胃がんリスク検診の実施（県補助）
・おしどり健診の実施（50代の働き世代を対象）
・大腸がん検診窓口受付実施
・女性がん検診の休日検診実施
・子宮、乳、胃がん健診の医療機関委託実施
・３０代女性はHPV検査（無料）
・人間ドック・脳ドックで前立腺がん検診を実施
・みなし健診を実施
【受診勧奨】
・健診対象者に受診券等送付。
・協会けんぽと協働で作成した勧奨チラシの配布
・未受診者へ個別勧奨。キャンサースキャン委託による勧奨はがきの郵送

・自己負担額の無料化
・休日検診の実施（土・日の２回）
・セット検診
・胃がん検診（内視鏡）・子宮がん検診・乳がん検診の医療機関委託実施。
・周知の充実（CATV、町報、無線放送、チラシ・ポスター作成）
・未受診者への対応（受診勧奨）
・血清アルブミンの検査項目を追加。
・協会けんぽ連携事業：検診前の啓発実施。
・県受診勧奨センター事業委託
・大腸がん検診窓口受付
・行政ポイント付与(受診者へ500ポイント(500円分))
・オプション検査実施(骨密度、血管年齢、認知症タッチパネル、歯と口の健康相談)

日野町

西
部

・自己負担額の無料化
・休日検診の実施（土曜日１回）
・セット検診
・胃がん検診（内視鏡）・子宮がん検診・乳がん検診の医療機関委託実施。
・周知の充実（CATV、町報、無線放送、チラシ・ポスター作成）
・未受診者への対応（受診勧奨）
・前立腺がん検診の実施（50歳以上男性）
・血清アルブミンの検査項目を追加。
・協会けんぽ連携事業：検診前の啓発実施。
・県受診勧奨センター事業委託
・大腸がん検診窓口受付
・行政ポイント付与(受診者へ500ポイント(500円分))
・オプション検査実施(骨密度、血管年齢、認知症タッチパネル、歯と口の健康相談)

【広報】町報、防災無線、テレビ放送、CATV。【広報】町報、防災無線、テレビ放送、CATV。
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事 務 連 絡 

令和６年 11 月 29 日 

 

 

各         衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

 

 

 

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会における 

ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種に関する議論について 

 

  予防接種行政については、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

 ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（以下「ＨＰＶワクチン」という。）

については、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対し、従来の定

期接種の対象年齢を超えて接種（以下「キャッチアップ接種」という。）の機

会を提供しているところです。 

キャッチアップ接種期間が、今年度末までとされているところ、この夏以降

の需要の大幅な増加に伴い、メーカーにおいて別添のとおりＨＰＶワクチンの

限定出荷が行われている状況等を踏まえ、期間中に接種を希望される方が接種

機会を逃さないよう、期間終了後の取扱いについて、第64回厚生科学審議会予

防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会（以下「基本方針部会」という。）

において議論を行いましたので、基本方針部会における結論等について下記の

とおり整理の上、お知らせします。 

  今後のスケジュール等については、決定次第、速やかにお示しする予定です

が、各自治体におかれては、下記の内容について御了知いただき、「ヒトパピ

ローマウイルス感染症に係る定期接種を進めるに当たっての相談支援体制・

医療体制等の維持、確保について」（令和３年12月28日健健発1228第１号厚生

労働省健康局健康課長通知）において維持、確保をお願いする相談支援体制・

医療体制にも御配意の上、接種体制の確保に取り組んでいただくとともに、貴

管下関係機関等への周知をお願いします。 

 

 

 

都道府県 

市 町 村 

特 別 区 
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記 

 

１．基本方針部会における結論 

① キャッチアップ接種期間終了後の取扱いについて 

キャッチアップ接種期間が令和４年４月１日から令和７年３月３１日までで

あるところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、

期間中に１回以上接種している者については、期間終了後も公費で３回の接種

を完了できるよう、経過措置を設ける。 

 

② 経過措置の対象者について 

キャッチアップ接種の対象者（平成９年度生まれから平成 19年度生まれの女

子）に加え、令和６年度が定期接種の最終年度である者（平成 20年度生まれの

女子）も対象とする。 

 

③ 経過措置の期間について 

 ワクチンの添付文書上の接種間隔等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了

後１年間とする。 

  

④ 周知・広報について 

自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容につい

て、できるだけ速やかに情報提供を行う必要がある。また、対象者が接種につい

て検討・判断できるよう、経過措置の内容とあわせて、ワクチンの有効性・安全

性についても、引き続き丁寧かつ確実に情報提供を行うことが重要である。 

 

２．その他 

１にお示しした方針を踏まえ、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会を経

て、予防接種法施行令（昭和 23年政令第 197号）を改正し、令和７年４月１日

から施行する予定である。今後のスケジュール及び周知・広報の内容等について

は、12月中に開催を予定している自治体説明会等において適宜お示しする。 

 

【参考】 

ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がん（子宮けいがん）と HPV ワクチン～ 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html 

 

 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html






























鳥取県がん検診推進パートナー企業 ニュースレター

今年もがん検診を受けましょう︕
がん検診は、定期的に受けることが重要です。今年もがん検診の申込みをしましょう︕

◆がん検診受診先フローチャート

現在、会社などに勤めていますか？
（会社勤めの方の扶養家族ですか？）

職場の定期健診や人間ドックで、
がん検診が行われていますか？

お勤め先の会社で
がん検診の申込みをしてください

職場に確認しましょう

①検診の時期 ④対象年齢
②申込み方法 ⑤検査項目
③料金

お住まいの市町村※で
がん検診の申込みをしてください

がん検診を
行っている

かかりつけ医と相談し
必要な検査を受けてください

肺・胃・大腸・子宮・乳房の疾患（疑）のため
現在、医療機関にかかっていますか？

肺・胃・大腸・子宮・乳房について
現在、気になる自覚症状はありますか？

がん検診は

自覚症状のない方が、
早期発見のために
受けるものです

たぶん
行っている

がん検診を
行っていない

いいえ

はいいいえ

はいいいえ

はい

※お住まいの市町村では、健康増進法に基づいてがん検診を実施しています。
ほとんどの市町村では、がん検診の費用の多くを公費で負担しており、
少ない自己負担でがん検診を受けることができます。

がん検診を職場で受けない場合は、市町村が⾏うがん検診を受けましょう︕

検診間隔検査内容対象者がん検診の種類

毎年
胃部エックス線検査
または内視鏡検査

４０歳以上の男女胃がん検診

毎年便潜血検査４０歳以上の男女大腸がん検診

毎年
胸部エックス線検査

（高危険群：喀痰細
胞診併用）

４０歳以上の男女肺がん検診

毎年細胞診検査２０歳以上の女性子宮がん検診

２年に１回マンモグラフィー検査４０歳以上の女性乳がん検診

市
町
村
が
実
施
す
る
が
ん
検
診
の
種
類

ＳＴＡＲＴ

がん検診は無症状の人を対象としています。
自覚症状がある場合は、必ず医療機関を受診
してください。

市町村検診の詳細、各市町村の問い合わせ
先は、同封のスケジュール表を参考にしてく
ださい。

市町村や年齢によっては左の表以外の検査
も受けられる場合があります(肝炎ウイルス検
査など)。詳しくは、お住まいの市町村へご確
認ください。

参考資料２

kanbamiyu
長方形



⼦宮頸がんってどんなもの︖

子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代の女性の
がんの中で多くを占めるがんです。
日本では毎年、約1.１万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2,900人の女性が亡くなって
います。
患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう（妊娠でき
なくなってしまう）人も、1年間に約1,000人います。

子宮頸がんにかかる仕組み

----------

------‐---

子
宮
体
部

子
宮
頸
部

子宮頸がん

子宮頸がんのほとんどが、ヒトパピローマウイルス（HPV）というウイルスに感染することが原
因と考えられています。
このウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われているウイルスです。

感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまう
ことがあります。

出典：厚生労働省「小学校６年～高校１年相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ」

出典：厚生労働省「小学校６年～高校１年相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ」



HPVワクチン（⼦宮頸がんワクチン）について

①平成９年度生まれ～平成１９年度生まれの女性

小学校６年～高校１年相当の女の子はHPVワクチンを公費で受けられます。
病院や診療所で相談し、どれか1種類を接種します。ワクチンの種類や接種する年齢に
よって、接種の回数や間隔が少し異なりますが、いずれのワクチンも、半年～1年の間に決
められた回数、接種します。

子宮頸がんで苦しまないためにできる２つのこと

HPVワクチンの公費接種について

キャッチアップ接種とは

HPVワクチンのキャッチアップ接種は今年度までです

国が接種勧奨を差し控えていた期間（2013年～2021年）に接種対象年齢であった女性に対し、
公平性を確保するために提供されています。

※3回のワクチン接種完遂には約半年かかります。
接種0回の方は９月末までに1回目接種を！！

対象となる方々

次の２つを満たす方が対象となります。

②過去にHPVワクチンの接種を合計３回受けていない

厚労省 HPVHPVワクチンについて
もっと詳しく知りたい方はコチラ

出典：厚生労働省「小学校６年～高校１年相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ」



≪発⾏元・問合先≫⻄部総合事務所⽶⼦保健所 健康支援総務課 健康⻑寿担当
住所︓〒683-0054 ⽶⼦市糀町1-160 電話︓0859-31-9319

休憩時間や健康診断会場での禁煙相談会を実施しています。
ニコチン依存度チェックや、禁煙に向けてのアドバイスを通して
禁煙のやる気をアップしませんか︖
職場における受動喫煙防止対策に関するご相談もお受けします。

⽶⼦保健所からのお知らせ

その１︓従業員の禁煙相談会
受動喫煙防止対策に関するご相談

米子保健所では、がんや喫煙に関する啓発や相談支援事業を実施して
います。
実施は全て無料です。
従業員の皆さまの健康づくりや、企業の健康経営にお役⽴てください︕

ご希望内容、事業所のスペースにあわせた展示ができます。
社内イベント等にもご利用ください。

肺がんモデル 1年分のタールサンプル

その３︓啓発物の展⽰

乳がん触診モデル

ご希望の内容・時間に合わせて、医師や保健師等の
講師を派遣します。
朝礼や社内研修会などさまざまな場所に伺います。
県が作成した、がん予防に関する教材（冊子）のみ
の提供も可能です。

講演内容の例︓
「がんの予防と⽣活習慣」「⼥性のがん」等

その２︓がん予防講演会（出張がん予防教室）



事業主・労働者（患者）の皆様へ

詳しくは
こちら

鳥取県地域両立支援推進チーム

〇治療と仕事の両立支援を巡る状況
〇治療と仕事の両立支援の流れ
〇企業が取り組むべき環境整備
〇困った時の相談窓口一覧
〇県内での取組事例

病気になっても

働き続けたい
を応援します！

イメージキャラクター
“ちりょうさ”
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治療と仕事の両立のため企業が取り組むべき環境整備

●「治療と仕事の両立支援」進めるための４つのポイント

●ご活用ください
「事業場における治療と仕事の両立支援

のためのガイドライン」
「企業・医療機関連携マニュアル」

治療 両立ナビ 検索

治療と仕事の両立支援を巡る状況

●がん診断後の患者の就労状況

2013がん体験者の悩みや負担などに関する実態調査報告書
（厚労科研研修「がんの社会学」に関する研究グループ）

全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011年生存率報告（国立研究開発法人国立がん研究セ
ンターがん対策情報センター, 2020）独立行政法人国立がん研究センターがん研究開発費「地域
がん登録精度向上と活用に関する研究」平成22年度報告書

●がん患者の５年相対生存率の推移（％）

治療と仕事の両立支援の流れ（例）

がんは「長く付き合う病気」に

※勤務情報提供
書、意見書、両立
支援プランの様式
は、厚生労働省の
ホームページから
ダウンロードでき
ます。

厚生労働省のホームページから
ダウンロードが可能です。

①基本方針とルー
ルの作成

•基本方針や具体的な対
応方法などのルールを
作成。全ての労働者に
周知し、治療と仕事が
両立しやすい職場環境
を作りましょう。

②同僚の理解と協
力のために

•一緒に働く人の理解と
協力が不可欠です。労
働者、管理者に対して
研修などを行いましょ
う。

③相談窓口の明確
化

•両立支援は、職場に復
帰したい人からの申出
から始まります。安心
して相談・申出が行え
るよう相談窓口を明確
にして周知しましょう。

④制度の検討・整
備

•治療に配慮するため、
休暇制度や勤務制度な
どの実状に応じて検討
や整備をしていきま
しょう。



治療を受けながら働き続けるための相談窓口のご紹介

両立支援制度・職場復帰に関する一般的な相談

鳥取産業保健総合支援センター
鳥取市扇町115-1
鳥取駅前第一生命ビルディング６階

0857-25-3431

山陰労災病院
（両立支援相談窓口）

米子市皆生新田1-8-1
0859-33-8181
内線 6785

がんに関する相談

鳥取県立中央病院
がん相談支援センター※

鳥取市江津730 0857-32-8181

鳥取市立病院
がん相談支援センター

鳥取市的場1-1 0857-37-1522

鳥取県立厚生病院
がん相談支援センター※

倉吉市東昭和町150 0858-22-8181

鳥取大学医学部附属病院
がん相談支援センター

米子市西町36-1 0859-38-6294

米子医療センター
がん相談支援センター

米子市車尾4-17-1 0859-37-3930

肝疾患に関する相談

鳥取大学医学部附属病院
鳥取県肝疾患相談センター

米子市西町36-1
0859-38-6525
内線 6525

高次脳機能障害に関する相談

野島病院 高次脳機能センター※ 倉吉市瀬崎町2714－1 0858-27-0205

若年認知症に関する相談

鳥取県若年認知症サポートセンター 米子市糀町１－10 わだや小路内 0859-37-6611

難病に関する相談

鳥取県難病相談・支援センター鳥取
（鳥取医療センター内）

鳥取市三津876 0857-59-0510

鳥取県難病相談・支援センター米子
（鳥取大学医学部付属病院内）

米子市西町36－１ 0859-38-6986

ウイッグ・補正下着購入費用補助の相談

鳥取市保健所 鳥取市富安２-138-4 0857-20-0320

中部総合事務所倉吉保健所 倉吉市東巌城町2 0858-23-3146

西部総合事務所米子保健所 米子市東福原1-1-45 0859-31-9319

鳥取県の労働相談機関

みなくる鳥取 鳥取市天神町30-5 0120-451-783

みなくる倉吉 倉吉市見日町317 0120-662-390

みなくる米子 米子市東町189-2 0120-662-396

※鳥取産業保健総合支援センターが設置した両立支援相談窓口があります。



就職に関する相談

ハローワーク鳥取 鳥取市富安2-89 0857-23-2021

ハローワーク倉吉 倉吉市駄経寺2-15倉吉地方合同庁舎 0858-23-8609

ハローワーク米子 米子市末広町311イオン米子駅前4階 0859-33-3911

ハローワーク根雨 日野郡日野町根雨349-1 0859-72-0065

ハローワーク米子には、長期療養者支援窓口があり、以下の窓口にも出張相談窓口を開設しています。
鳥取大学医学部附属病院がん相談支援センター、米子医療センターがん相談支援センター

国の労働相談機関

鳥取労働局
総合労働相談コーナー

鳥取市富安2-89-9 0857-22-7000

鳥取総合労働相談コーナー
鳥取市富安2-89-4鳥取第一地方合同
庁舎（鳥取労働基準監督署内）

0857-24-3245

倉吉総合労働相談コーナー
倉吉市駄経寺2-15倉吉地方合同庁舎
（倉吉労働基準監督署内）

0858-22-5640

米子総合労働相談コーナー
米子市東町124-16米子地方合同庁舎
（米子労働基準監督署内）

0859-34-2263

鳥取県地域両立支援推進チーム

（R4.12）

鳥取県医師会、鳥取県労働基準協会、日本医療ソーシャルワーカー協会、鳥取県経営者協会、日本産業カウンセ
ラー協会中国支部、日本キャリア開発協会、日本労働組合総連合会鳥取県連合会、米子医療センター、野島病院高
次脳機能センター、鳥取県立中央病院がん相談支援センター、鳥取県立厚生病院地域医療センター、山陰労災病院
総合支援センター、鳥取県難病相談支援センター（鳥取医療センター内）、鳥取障害者職業センター、みなくる鳥
取、鳥取県（健康政策課、長寿社会課、障がい福祉課）、鳥取産業保健総合支援センター、米子公共職業安定所、
鳥取県若年認知症サポートセンター、鳥取県社会保険労務士会、鳥取大学医学部附属病院（がん相談支援セン
ター、鳥取県肝疾患相談センター）、鳥取労働局（健康安全課、職業安定課、雇用環境・均等室） 順不同

社会保険労務士会の開設する相談窓口

総合労働相談所
毎週水曜日10:00～16:00

〒680-0845 鳥取県鳥取市富安1丁目
152番地 SGビル4F

0857-26-0835

鳥取県内での治療と仕事の両立支援への取組事例

●株式会社エナテクス 従業員数27名 電気設備工事業
50代男性が、がんを罹患し、約3年間手術や通院による治療を行い、現在も継続して就業しています。
当社の治療と仕事の両立方針は、「まずは治療を最優先」「本人の意思を尊重する」「一人ひとりに寄

り添った柔軟な対応をする」この３点を大切にし、相談しやすい雰囲気作りに努めています。
体調は身体的な面、精神的な面において日々変化するので、本人の希望を聞きながら、短時間勤務、テ

レワーク、時間単位の有休休暇の取得など柔軟に対応しています。
罹患した社員は、「がんと診断されたとき、一番心配したのは仕事のことであった。しかし、会社にフ

レキシブルな勤務体系・制度が整っていたことや、従来からチームで対応する環境があり、安心して治療
に専念できたことが、なによりの薬になった」と振り返っています。

会社にとって社員一人ひとりが大切な存在であり、必要とされていると実感できることが、病を克服す
ること、そして職場復帰へのモチベーションに繋がると考えています。

（2019年鳥取 治療と仕事の両立支援セミナーでの発表事例）

※セミナーの詳細は、下記URLか右記QRコードからご覧いただけます。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposium/2019/index.html

「鳥取県地域両立支援推進チーム」事務局
鳥取労働局労働基準部健康安全課 電話:0857-29-1704

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposium/2019/index.html


城下町とっとり交流館
高砂屋

（鳥取市元大工町１）

 0857-29-9024

毎月第１・第３水曜日 毎月第１・第３水曜日毎月第２・第４月曜日

鳥取県看護協会米子事務所

（米子市加茂町2丁目180
国際ファミリープラザ6階 607）

 0859-30-4871

（湯梨浜町南谷573）

 0858-35-6161 

Café ippo

がんと向き合う方々(がん患者ご本人、そのご家族、ご友人、医療関

係者やサポートされている方々)が、都合の良い時間に集い、お茶を飲

みながら、自由に談話していただく場です。

どうぞお気軽にお立ち寄りください。【予約不要】

＊東部・中部会場でお飲み物を注文される方は、３００円（お店の飲み物代の実費相当分）

のご負担をお願いします。

＊上記日程以外に、祝日・４/８（月）はお休みします。

＊ご希望により看護職が相談支援も行います。

公益社団法人鳥取県看護協会  

〒680-0901 鳥取市江津318－1   0857-29－8100 

東部会場 西部会場

- 癒しのひとときを -

開催時間 １３時３０分 ～ １５時３０分

がんカフェ
中部会場

※カフェ当日は、店舗の定休日
 ですので、「貸切」となります。

参考資料４
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令和６年度がんカフェ 年間カレンダー

開催日：毎月第１・第３水曜日祝日除く（２３回） 開催日：毎月第２・第４月曜日祝日除く（18回）

東部・西部会場 中部会場



　がんの不安に寄り添う　「がんのコト。」
　　　　　　   がん化学療法看護認定看護師　平尾敦子

2人に1人が一生のうちにがんになると言われる時代！
誰もが、がんに対する理解と備えが大切です。

　　＜学校でのがん教育＞

✿鳥取県内の小・中学校、高校
　でがん教育を実施

　＜がん患者会のサポート＞

✿子育て世代、働く世代の
　がん患者会「あさがおの会」
✿肺がんカフェSUNIN
✿鳥取県看護協会
　　　　がんカフェ(西部地区)

　＜がん予防に関する講演＞

　＜がん予防に関するイベント＞

✿子宮頸がんワクチン接種の推奨　
　活動「しきゅうcafe」
　鳥取大学医学部附属病院の女性
　診療科医師、看護師と連携し
　定期的に実施
　

　がんで苦しむ人が１人でも
減るように、がんの辛さが少し
でも和らぐように、と願って

活動しています。

鳥取県教育委員会「外部講師を活用したがん教育」の
　　　　　リーフレットに掲載（2023）

✿鳥取県内の企業や地域の公民館
　などで、がんに関する講演や
　セミナーを実施　

・伯耆町立溝口中学校
・鳥取市立湖東中学校、城北小学校
・倉吉市立久米中学校、倉吉西中学校
・境港市立外江小学校、渡小学校、上道小学校
・米子市立湊山中学校　など

看護協会がんカフェの様子

・倉吉警察署
・米子　養和病院
・鳥取 ﾘﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
・かいけ心正こども園
・赤崎福祉会　など

・鳥取市醇風公民館
・JA西部女性会
　など
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＜平尾敦子　経歴＞

平成8年 鳥取大学医療技術短期大学部卒業   看護師免許取得

  　　　 鳥取大学医学部附属病院 HCU(高次治療室)配属

平成12年 大阪大学医学部附属病院 ICU(集中治療室)へ配転

平成14年 鳥取大学医学部附属病院 ICUへ帰院

平成17年 鳥取大学医学部保健学科成人看護学講座　教員

平成20年 鳥取大学医学部附属病院がんセンターへ配転

平成25年 がん化学療法看護認定看護師の資格取得

平成29年 鳥取大学キャリアアップセンター 

　　　　　認定看護師教育課程 教員

平成30年 鳥取大学医学部附属病院がんセンター へ帰院

令和4年   病棟へ配転

令和5年3月 鳥取大学医学部附属病院 退職

令和5年4月 「がんのコト。」設立

＜活動の詳細＞
✿がん教育
　小、中学校、高校などで、がんに対する知識やがんの予防、早期発見の重要性を伝え
ます。また、今はがんと共に生きる社会であること、がんを必要以上に恐れないで欲し
い事などを実際の患者さんとのエピソードを踏まえてお話します。

✿がんに関する講演、セミナー
　がんは万が一ではなく2人に1人の身近な病気である事、がんの予防と早期発見の重
要性と共に、がんに備えるための知識をお伝えします。がんの医療費、高額療養費制度
について、また、がん保険のポイントなどもお話します。

✿がん患者会のサポート
　月に1度開催される患者会に参加し、がん患者さんの体や心の辛さを和らげられるよ
うに支援しています。辛さだけではなく、治療をしながら生活を送る中での楽しみや喜
びも共有する事で、患者さんの治療や病気へのモチベーションが保てるよう支援します。

✿がん予防に関するイベント
　4月9日はしきゅうの日であり、子宮頸がん予防のイベントとして、鳥取大学医学部
附属病院女性診療科の医師と連携し、3か月毎に「しきゅうcafe」を開催しています。
子宮頸がんワクチン接種についての情報提供や個別相談なども行っています。

「がんのコト。」がん化学療法看護認定看護師　平尾敦子
〒683-0846 鳥取県米子市安倍861

   TEL：090ｰ4692ｰ0750           mail：c.c.atsuko@gmail.com






